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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶媒体を個々に識別するための媒体識別情報に対応付けて遊技媒体の貸出に使用され
る遊技者所有の有価価値に相当する有価価値情報を管理する管理装置と、
　前記記憶媒体の媒体識別情報を用いて前記管理装置と通信を行って遊技者所有の有価価
値を特定し、該有価価値の範囲内で遊技媒体の貸出処理を行うことが可能な遊技装置と、
　前記遊技装置から遊技に関する情報を収集して累積管理する情報収集装置と、を備え、
　前記貸出処理の実行に伴って前記遊技装置から前記情報収集装置へ出力される第１の貸
出情報に基づいて、前記情報収集装置が売上情報を更新するとともに、
　前記貸出処理の実行に伴って前記遊技装置から前記管理装置へ出力される第２の貸出情
報に基づいて、前記管理装置が前記有価価値情報を更新する遊技システムにおいて、
　前記情報収集装置は、前記遊技装置からの前記第１の貸出情報の受信に基づき、当該遊
技装置を識別可能となる価値更新用情報を前記管理装置へ通知可能であり、
　前記遊技装置は、前記記憶媒体を受け付けた場合に、前記媒体識別情報を含む第１の状
態情報を前記管理装置に送信する一方、前記記憶媒体の受け付けを解除した場合に、第２
の状態情報を前記管理装置に送信する受付状態情報送信手段を備え、
　前記管理装置は、
　前記遊技装置からの前記第１の状態情報及び前記第２の状態情報の受信に基づき、前記
遊技装置毎の記憶媒体の受付状態情報を更新記憶する受付状態情報更新記憶手段と、
　前記遊技装置と通信が可能なオンライン状態であるか、前記遊技装置と通信が不可能な
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オフライン状態であるかを遊技装置ごとに検出する通信状態検出手段と、
　前記記憶媒体の媒体識別情報に対応付けられた前記有価価値情報を更新する有価価値情
報更新手段と、を備え、
　前記有価価値情報更新手段は、
　前記オンライン状態である遊技装置から前記第２の貸出情報を受信した場合に、当該遊
技装置が受け付けている記憶媒体の媒体識別情報に対応する有価価値情報を更新し、
　前記情報収集装置から前記オフライン状態である遊技装置に対応する価値更新用情報を
通知された場合に、当該遊技装置がオンライン状態時に受け付けていた記憶媒体の媒体識
別情報に対応する有価価値情報を更新することを特徴とする遊技システム。
【請求項２】
　前記管理装置は、前記オフライン状態である遊技装置が検出された場合、当該オフライ
ン状態である遊技装置に対応する前記価値更新用情報の要求を前記情報収集装置に送信す
る更新用情報要求送信手段を備え、
　前記情報収集装置は、
　前記管理装置から前記価値更新用情報の要求を受信した場合に、当該要求に対応する遊
技装置を記憶する遊技装置記憶手段と、
　前記遊技装置記憶手段が記憶した遊技装置から前記第１の貸出情報を受信した場合に、
前記価値更新用情報を前記管理装置に送信する更新用情報送信手段と、を備えることを特
徴とする請求項１に記載の遊技システム。
【請求項３】
　前記管理装置は、
　前記遊技装置からの前記第２の貸出情報の受信に基づいて、前記遊技装置ごとの累積貸
出情報を更新記憶する累積貸出情報更新記憶手段と、
　予め設定された要求条件の成立に基づき、前記情報収集装置に前記売上情報の送信を要
求する売上情報要求手段と、を備え、
　前記情報収集装置は、前記管理装置から前記売上情報の送信を要求されたことに基づい
て、前記売上情報を前記管理装置に送信する売上情報送信手段を備え、
　前記管理装置は、前記情報収集装置から送信された前記売上情報と前記累積貸出情報と
に基づき、前記情報収集装置が管理する前記売上情報の正当性を判定する正当性判定手段
を備え、
　前記更新用情報要求送信手段は、前記オフライン状態である遊技装置が検出され、かつ
、前記売上情報が正当であると判定された場合に、前記価値更新用情報の要求を前記情報
収集装置へ送信することを特徴とする請求項２に記載の遊技システム。
【請求項４】
　前記管理装置は、前記正当性判定手段による正当性の判定結果情報を前記遊技装置へ送
信する正当性判定結果送信手段を備え、
　前記遊技装置は、
　貨幣を受け付け可能であって、
　前記貨幣を受け付けた場合に当該貨幣の有価価値を特定する貨幣有価価値特定手段と、
　前記管理装置との通信が可能なオンライン状態であるか、前記管理装置との通信が不可
能なオフライン状態であるかを判定する通信状態判定手段と、を備え、
　前記通信状態判定手段によって前記オフライン状態であると判定され、かつ、前記判定
結果情報が正当でないとの判定結果である場合には、前記記憶媒体から特定された有価価
値による貸出処理を禁止し、前記受け付けた貨幣の有価価値分の遊技媒体を貸し出す貸出
処理を行うことを特徴とする請求項３に記載の遊技システム。
【請求項５】
　前記遊技装置は、
　前記通信状態判定手段によって前記オフライン状態であると判定され、かつ、前記判定
結果情報が正当であるとの判定結果である場合には、現在受け付けている記憶媒体が前記
オフライン状態が発生したときに受け付けていた記憶媒体であれば、当該記憶媒体から特
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定された有価価値による貸出処理を行うことを特徴とする請求項４に記載の遊技システム
。
【請求項６】
　前記管理装置は、前記オフライン状態である遊技装置が検出された場合に、当該遊技装
置が前記記憶媒体を受け付けているか否かを前記受付状態情報に基づいて判定する記憶媒
体受付判定手段を備え、
　前記更新用情報要求送信手段は、前記オフライン状態である遊技装置が前記記憶媒体を
受け付けている場合に、前記価値更新用情報の要求を前記情報収集装置に送信することを
特徴とする請求項２から請求項５のいずれか一つに記載の遊技システム。
【請求項７】
　前記管理装置は、前記オフライン状態であった遊技装置が前記オンライン状態に復帰し
た場合に、当該遊技装置に対応する前記価値更新用情報の送信停止要求を前記情報収集装
置へ送信する更新用情報送信停止要求送信手段を備え、
　前記情報収集装置は、前記管理装置から前記送信停止要求を受信した場合に、当該送信
停止要求に対応する遊技装置を前記遊技装置記憶手段から削除する遊技装置記憶削除手段
を備えることを特徴とする請求項２から請求項６のいずれか一つに記載の遊技システム。
【請求項８】
　前記遊技装置は、
　貨幣を受け付け可能であって、
　前記貨幣を受け付けた場合に当該貨幣の有価価値を特定する有価価値特定手段と、
　前記特定した貨幣の有価価値を特定可能な第１の貨幣受付情報を前記情報収集装置へ出
力するとともに、前記特定した貨幣の有価価値を特定可能な第２の貨幣受付情報を前記管
理装置へ送信する貨幣受付情報送信手段と、を備え、
　前記情報収集装置は、前記遊技装置からの前記第１の貨幣受付情報の受信に基づき、当
該遊技装置を識別可能となる入金情報を前記管理装置へ通知可能であり、
　前記有価価値情報更新手段は、
　前記オンライン状態である遊技装置から前記第２の貨幣受付情報を受信した場合に、当
該遊技装置が受け付けている記憶媒体の媒体識別情報に対応する有価価値情報を更新し、
　前記情報収集装置から前記オフライン状態である遊技装置に対応する入金情報を通知さ
れた場合に、当該遊技装置がオンライン状態時に受け付けていた記憶媒体の媒体識別情報
に対応する有価価値情報を更新することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか一
つに記載の遊技システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技者所有の有価価値を更新する遊技システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機（例えば、パチンコ遊技機やスロットマシン等）及び遊技に使用する遊技媒体（
例えば、遊技球やメダル等）を貸し出すための貸出装置（遊技用装置）からなる遊技装置
が遊技場に複数設置されている。遊技者は、金銭との引き替えに記憶媒体（磁気カード、
ＩＣカード、及びＩＣコイン等）の発行を受け、当該記憶媒体に記憶された有価価値情報
（残額情報）の範囲内で遊技媒体の貸し出しを受けて遊技装置で遊技を行なっていた。
【０００３】
　このような遊技場においては、経営分析等を行うために遊技機の稼動情報、及び貸出装
置での売上情報（貸出情報）を遊技用管理装置で収集・管理する一方で、カード管理会社
との決済のために貸出装置での売上情報を遊技用管理装置とは別個に設けられる管理装置
で収集・管理している。
【０００４】
　しかし、従来の遊技用システムでは、記憶媒体に記憶された有価価値情報を改竄して不
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正に遊技媒体の貸し出しを受けるといった不正行為が頻発していた。このため、記憶媒体
には有価価値情報を記憶させずに、ユニークな固有ＩＤ（固有識別情報）を記憶させて、
管理装置が固有ＩＤに対応付けて有価価値情報を管理するよう構成していた。
【０００５】
　この場合、遊技装置は、記憶媒体を受け付けたときに、当該記憶媒体に記憶された固有
ＩＤに対応する有価価値情報を管理装置から取得して、取得した有価価値情報と当該記憶
媒体に記憶された固有ＩＤとを対応付けて記憶する。そして、遊技装置は、遊技媒体の貸
し出しに伴って当該有価価値情報を更新し、貸出情報を管理装置に送信することによって
管理装置が管理する有価価値情報も更新する遊技用システムが提案されている（例えば、
特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８－０７９８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された遊技用システムでは、遊技装置と管理装置とがオフライン状態
となった場合に、管理装置が遊技装置からの貸出情報を受信できないために、有価価値情
報を更新できなくなり、記憶媒体を使用した遊技媒体の貸し出しができなくなる。この事
態を回避するために、遊技装置と管理装置とがオフライン状態である場合には、遊技装置
は、記憶している有価価値情報に基づく遊技媒体の貸し出し、遊技媒体の貸し出しによっ
て消費された消費額を特定可能なオフライン消費情報を記憶媒体に記憶させ、オンライン
状態へ復帰した場合、又は、オンライン状態の他の遊技装置が記憶媒体を受け付けた場合
、オフライン消費情報を管理装置に対して送信させることで、管理装置が管理している有
価価値情報を更新する。
【０００８】
　しかしながら、この遊技システムにおいては、オフライン状態となった遊技装置がオン
ライン状態に復帰するまで、又は、オフライン消費情報が記憶された記憶媒体をオンライ
ン状態の他の遊技装置が受け付けるまで、管理装置が管理している有価価値情報が更新さ
れない。このため、管理装置が有価価値情報を更新する前に、オフライン消費情報を消去
する等の改竄がなされた記憶媒体をオンライン状態の遊技装置が受け付けた場合には、オ
フライン状態での遊技媒体の貸し出しによって消費された消費額が減算されない有価価値
情報で遊技媒体の貸し出しが行われてしまうという問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、管理装置と遊技装置とがオフライン状態となった場合においても、
オフライン状態となった遊技装置で受け付けていた記憶媒体に対応する有価価値情報を管
理装置が更新管理できる遊技システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の発明は、記憶媒体を個々に識別するための媒体識別情報に対応付けて遊技媒体の
貸出に使用される遊技者所有の有価価値に相当する有価価値情報を管理する管理装置と、
前記記憶媒体の媒体識別情報を用いて前記管理装置と通信を行って遊技者所有の有価価値
を特定し、該有価価値の範囲内で遊技媒体の貸出処理を行うことが可能な遊技装置と、前
記遊技装置から遊技に関する情報を収集して累積管理する情報収集装置と、を備え、前記
貸出処理の実行に伴って前記遊技装置から前記情報収集装置へ出力される第１の貸出情報
に基づいて、前記情報収集装置が前記売上情報を更新するとともに、前記貸出処理の実行
に伴って前記遊技装置から前記管理装置へ出力される第２の貸出情報に基づいて、前記管
理装置が前記有価価値情報を更新する遊技システムにおいて、前記情報収集装置は、前記
遊技装置からの前記第１の貸出情報の受信に基づき、当該遊技装置を識別可能となる価値
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更新用情報を前記管理装置へ通知可能であり、前記遊技装置は、前記記憶媒体を受け付け
た場合に、前記媒体識別情報を含む第１の状態情報を前記管理装置に送信する一方、前記
記憶媒体の受け付けを解除した場合に、第２の状態情報を前記管理装置に送信する受付状
態情報送信手段を備え、前記管理装置は、前記遊技装置からの前記第１の状態情報及び前
記第２の状態情報の受信に基づき、前記遊技装置毎の記憶媒体の受付状態情報を更新記憶
する受付状態情報更新記憶手段と、前記遊技装置と通信が可能なオンライン状態であるか
、前記遊技装置と通信が不可能なオフライン状態であるかを遊技装置ごとに検出する通信
状態検出手段と、前記記憶媒体の媒体識別情報に対応付けられた前記有価価値情報を更新
する有価価値情報更新手段と、を備え、前記有価価値情報更新手段は、前記オンライン状
態である遊技装置から前記第２の貸出情報を受信した場合に、当該遊技装置が受け付けて
いる記憶媒体の媒体識別情報に対応する有価価値情報を更新し、前記情報収集装置から前
記オフライン状態である遊技装置に対応する価値更新用情報を通知された場合に、当該遊
技装置がオンライン状態時に受け付けていた記憶媒体の媒体識別情報に対応する有価価値
情報を更新することを特徴とする。
【００１１】
　第２の発明は、前記管理装置は、前記オフライン状態である遊技装置が検出された場合
、当該オフライン状態である遊技装置に対応する前記価値更新用情報の要求を前記情報収
集装置に送信する更新用情報要求送信手段を備え、前記情報収集装置は、前記管理装置か
ら前記価値更新用情報の要求を受信した場合に、当該要求に対応する遊技装置を記憶する
遊技装置記憶手段と、前記遊技装置記憶手段が記憶した遊技装置から前記第１の貸出情報
を受信した場合に、前記価値更新用情報を前記管理装置に送信する更新用情報送信手段と
、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　第３の発明は、前記管理装置は、前記遊技装置からの前記第２の貸出情報の受信に基づ
いて、前記遊技装置ごとの累積貸出情報を更新記憶する累積貸出情報更新記憶手段と、予
め設定された要求条件の成立に基づき、前記情報収集装置に前記売上情報の送信を要求す
る売上情報要求手段と、を備え、前記情報収集装置は、前記管理装置から前記売上情報の
送信を要求されたことに基づいて、前記売上情報を前記管理装置に送信する売上情報送信
手段を備え、前記管理装置は、前記情報収集装置から送信された前記売上情報と前記累積
貸出情報とに基づき、前記情報収集装置が管理する前記売上情報の正当性を判定する正当
性判定手段を備え、前記更新用情報要求送信手段は、前記オフライン状態である遊技装置
が検出され、かつ、前記売上情報が正当であると判定された場合に、前記価値更新用情報
の要求を前記情報収集装置へ送信することを特徴とする。
【００１３】
　第４の発明は、前記管理装置は、前記正当性判定手段による正当性の判定結果情報を前
記遊技装置へ送信する正当性判定結果送信手段を備え、前記遊技装置は、貨幣を受け付け
可能であって、前記貨幣を受け付けた場合に当該貨幣の有価価値を特定する貨幣有価価値
特定手段と、前記管理装置との通信が可能なオンライン状態であるか、前記管理装置との
通信が不可能なオフライン状態であるかを判定する通信状態判定手段と、を備え、前記通
信状態判定手段によって前記オフライン状態であると判定され、かつ、前記判定結果情報
が正当でないとの判定結果である場合には、前記記憶媒体から特定された有価価値による
貸出処理を禁止し、前記受け付けた貨幣の有価価値分の遊技媒体を貸し出す貸出処理を行
うことを特徴とする。
【００１４】
　第５の発明は、前記遊技装置は、前記通信状態判定手段によって前記オフライン状態で
あると判定され、かつ、前記判定結果情報が正当であるとの判定結果である場合には、現
在受け付けている記憶媒体が前記オフライン状態が発生したときに受け付けていた記憶媒
体であれば、当該記憶媒体から特定された有価価値による貸出処理を行うことを特徴とす
る。
【００１５】
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　第６の発明は、前記管理装置は、前記オフライン状態である遊技装置が検出された場合
に、当該遊技装置が前記記憶媒体を受け付けているか否かを前記受付状態情報に基づいて
判定する記憶媒体受付判定手段を備え、前記更新用情報要求送信手段は、前記オフライン
状態である遊技装置が前記記憶媒体を受け付けている場合に、前記価値更新用情報の要求
を前記情報収集装置に送信することを特徴とする。
【００１６】
　第７の発明は、前記管理装置は、前記オフライン状態であった遊技装置が前記オンライ
ン状態に復帰した場合に、当該遊技装置に対応する前記価値更新用情報の送信停止要求を
前記情報収集装置へ送信する更新用情報送信停止要求送信手段を備え、前記情報収集装置
は、前記管理装置から前記送信停止要求を受信した場合に、当該送信停止要求に対応する
遊技装置を前記遊技装置記憶手段から削除する遊技装置記憶削除手段を備えることを特徴
とする。
【００１７】
　第８の発明は、前記遊技装置は、貨幣を受け付け可能であって、前記貨幣を受け付けた
場合に当該貨幣の有価価値を特定する有価価値特定手段と、前記特定した貨幣の有価価値
を特定可能な第１の貨幣受付情報を前記情報収集装置へ出力するとともに、前記特定した
貨幣の有価価値を特定可能な第２の貨幣受付情報を前記管理装置へ送信する貨幣受付情報
送信手段と、を備え、前記情報収集装置は、前記遊技装置からの前記第１の貨幣受付情報
の受信に基づき、当該遊技装置を識別可能となる入金情報を前記管理装置へ通知可能であ
り、前記有価価値情報更新手段は、前記オンライン状態である遊技装置から前記第２の貨
幣受付情報を受信した場合に、当該遊技装置が受け付けている記憶媒体の媒体識別情報に
対応する有価価値情報を更新し、前記情報収集装置から前記オフライン状態である遊技装
置に対応する入金情報を通知された場合に、当該遊技装置がオンライン状態時に受け付け
ていた記憶媒体の媒体識別情報に対応する有価価値情報を更新することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　第１の発明によると、管理装置と遊技装置とがオフライン状態となった場合においても
、オフライン状態となった遊技装置で受け付けていた記憶媒体に対応する有価価値情報を
管理装置が更新管理できる。
【００１９】
　第２の発明によると、情報収集装置は、遊技用装置から新たに貸出情報を受信した場合
にのみ、新たに売上情報を収集したことを通知するので、情報収集装置と管理装置との通
信負荷を軽減できる。
【００２０】
　第３の発明によると、情報収集装置が管理する累積売上情報が正当である場合にのみ、
新たに売上情報を収集したことが情報収集装置から通知されるので、管理装置が管理する
有価価値情報の信頼度が向上する。
【００２１】
　第４の発明によると、遊技用装置と管理装置との通信がオフライン状態であると判定さ
れた場合であって、かつ、管理装置からの判定結果情報が累積売上情報が正当でないとの
判定結果である場合には、記憶媒体から特定された有価価値による貸出処理を禁止し、受
け付けた貨幣の有価価値分の遊技媒体を貸し出す貸出処理を行うので、受け付けた分の貨
幣の遊技媒体の貸出によって、管理装置が管理する有価価値情報を更新する必要はないの
で、管理装置が管理する有価価値情報の信頼度が向上する。
【００２２】
　第５の発明によると、遊技用装置と管理装置との通信がオフライン状態であると判定さ
れた場合であって、かつ、管理装置からの判定結果情報が累積売上情報が正当であるとの
判定結果である場合には、現在受け付けている記憶媒体がオフライン状態が発生したとき
に受け付けていた記憶媒体であれば、受け付けている記憶媒体から特定された有価価値に
よる貸出処理を行うので、オフライン状態時に他の遊技者の記憶媒体の有価価値情報を更
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新してしまうことを防止できる。
【００２３】
　第６の発明によると、オフライン状態である遊技用装置が記憶媒体を受け付けている場
合に、更新用情報要求を管理装置に送信するので、情報収集装置と管理装置との通信負荷
を軽減できる。
【００２４】
　第７の発明によると、情報収集装置は、管理装置から更新用情報送信停止要求を受信し
た場合に、更新用情報を送信するために記憶していた装置識別情報から、更新用情報要求
に含まれる装置識別情報を削除するので、遊技用装置がオフライン状態からオンライン状
態に復帰した場合には、必要ない更新用情報が情報収集装置から送信されないので、情報
収集装置と管理装置との通信負荷を軽減できる。
【００２５】
　第８の発明によると、オフライン状態の遊技用装置が貨幣を受け付けた場合であっても
、管理装置は有価価値情報を更新できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態の遊技システムのシステム構成図である。
【図２】本発明の実施形態の遊技装置の構成の説明図である。
【図３】本発明の実施形態の遊技場管理装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態の情報収集端末装置の構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施形態のカード管理装置の構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施形態の残額管理データベースの説明図である。
【図７】本発明の実施形態の状態管理データベースの説明図である。
【図８】本発明の実施形態の収支管理データベースの説明図である。
【図９】本発明の実施形態の遊技システムで実行される接続確認処理、入金処理及び貸出
処理のシーケンス図である。
【図１０】本発明の実施形態のカード管理装置によって実行されるデータ整合性確認処理
のフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態のカード管理装置によって実行される接続確認要求処理のフ
ローチャートである。
【図１２】本発明の実施形態のカード管理装置によって実行されるオンライン装置データ
更新処理のフローチャートである。
【図１３】本発明の実施形態の情報要求受付処理のフローチャートである。
【図１４】本発明の実施形態の遊技場管理装置によって実行されるイベント信号更新処理
のフローチャートである。
【図１５】本発明の実施形態のカードユニットによって実行される接続確認応答処理のフ
ローチャートである。
【図１６】本発明の実施形態のカードユニットによって実行されるオフライン時処理情報
受付処理のフローチャートである。
【図１７】本発明の実施形態のカードユニットによって実行されるメイン処理のフローチ
ャートである。
【図１８】本発明の実施形態のカードユニットによって実行される正常時処理のフローチ
ャートである。
【図１９】本発明の実施形態のカードユニットによって実行される通信異常時処理のフロ
ーチャートである。
【図２０】本発明の実施形態の一発貸出制御処理のフローチャートである。
【図２１】本発明の実施形態のカードユニットによって実行される通信・データ異常時処
理のフローチャートである。
【図２２】本発明の実施形態の残額精算機及びカード管理装置よって実行される精算処理
のシーケンス図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施形態について、図１～図２２を参照して説明する。
【００２８】
　なお、以下の実施の形態の説明において記す前後左右とは、遊技者から見た、つまり遊
技機に向かって見た方向を指すものとする。
【００２９】
　図１は、本発明の実施形態の遊技システムのシステム構成図である。
【００３０】
　遊技場の内部には稼動情報系ネットワーク１００Ａ及びカード・金額情報系ネットワー
ク１００Ｂが構築されている。
【００３１】
　稼動情報系ネットワーク１００Ａには、遊技場管理装置１、中継装置１３Ａ、コーナー
ランプ７、情報収集端末装置３、遊技装置４、呼出しランプ８及び計数器３０が接続され
る。カード・金額情報系ネットワーク１００Ｂには、遊技装置４、中継装置１３Ｂ、残額
精算機１５、景品ＰＯＳ９、及びカード管理装置１７が接続される。
【００３２】
　遊技装置４は、遊技者所有の有価価値と引き換えに遊技媒体（遊技球又はメダル等）を
貸し出すカードユニット（遊技用装置）６、及び遊技者に貸し出された遊技媒体を用いて
遊技を行う遊技機５を備える。なお、遊技装置４は、図２で詳細を説明する。
【００３３】
　カードユニット６は、所定数の遊技媒体が貸し出された場合に貸出信号（第１の貸出情
報）を情報収集端末装置３に出力し、カードユニット６に貨幣が投入された場合に投入さ
れた貨幣の有価価値を示す入金信号（第１の貨幣受付情報）を情報収集端末装置３に出力
する。遊技機５は、遊技状態を示す各種遊技信号を情報収集端末装置３に出力する。
【００３４】
　カードユニット６は、記憶媒体（会員カード又はワンデイカード等）を受け付けた場合
には、記憶媒体に記憶されているカードＩＤを中継装置１３Ｂを介して、カード管理装置
１７に送信し、所定数の遊技媒体が貸し出された場合に貸出情報（第２の貸出情報）を中
継装置１３Ｂを介して、カード管理装置１３に送信し、カードユニット６に貨幣が投入さ
れた場合に投入された貨幣の有価価値を示す入金情報（第２の貨幣受付情報）を中継装置
１３Ｂを介して、カード管理装置１７に送信する。
【００３５】
　情報収集端末装置３には、遊技装置４又は計数器３０が接続される。
【００３６】
　計数器３０は、所定数の遊技媒体を計数した場合に、計数信号を情報収集端末装置３に
出力するとともに、計数情報を中継装置１３Ｂを介してカード管理装置１７に送信する。
【００３７】
　情報収集端末装置３は、遊技装置４又は計数器３０から各種信号を収集して、所定期間
の遊技データの累積値（例えば、遊技機５から出力される特賞信号に基づいて算出される
特賞回数の累積値や補助遊技（特図変動表示ゲーム）の累積値等）を生成するとともに、
入力された各種信号を中継装置１３Ａを介して遊技場管理装置１に送信する。
【００３８】
　この情報収集端末装置３が生成する所定期間の遊技データの累積値は、通常は一営業単
位毎に累積算出される。ここで営業単位とは一日の営業開始から営業終了までを意味し、
開店時間より早く始まり閉店時間より遅く終わる。なお、一日の営業時間を午前、午後等
に分割して、一日に複数の営業単位を設定してもよい。また、営業単位を、複数日（例え
ば、一週間）にわたるものとしてもよい。
【００３９】
　なお、複数（例えば、二台）の遊技装置４に対して一台の情報収集端末装置３を接続す
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る構成でもよい。ただし、複数の遊技装置４に対して一台の情報収集端末装置３を接続す
る構成の場合、カードユニット６は各遊技機５に一対一に対応して接続する構成とする。
【００４０】
　コーナーランプ７は、複数の遊技装置４が配置される島設備毎に設けられており、島設
備に設置された遊技装置４等に異常が発生した場合に、ランプを点灯又は点滅し、当該島
設備４９に異常が発生したことを遊技場の従業員に報知する。なお、コーナーランプ７の
設置は、島設備毎に限られず、フロア毎、通路毎又は所定のブロック毎でもよい。
【００４１】
　呼出しランプ８は、遊技装置４等に異常が発生した場合に、ランプを点灯又は点滅し、
当該遊技装置４に異常が発生したことを遊技場の従業員に報知する。
【００４２】
　残額精算機１５は、記憶媒体に記憶されているカードＩＤに対応する有価価値（残額）
を遊技者に払い戻す。
【００４３】
　景品ＰＯＳ９は、遊技者が保有する遊技媒体と引き換えに景品を交換するとともに、景
品の在庫管理を行う。また、景品ＰＯＳ９は、遊技者に関する情報を登録し、会員カード
を発行する機能を有する。
【００４４】
　また、遊技場管理装置１はインタフェース装置１４Ａに接続され、カード管理装置１７
はインタフェース装置１４Ｂに接続される。インタフェース装置１４Ａ及びインタフェー
ス装置１４Ｂは、シリアル接続又はネットワーク等によって、アクセス可能に接続されて
いる。
【００４５】
　図２は、本発明の実施形態の遊技装置４の構成の説明図である。
【００４６】
　まず、遊技機５の構成について説明する。
【００４７】
　遊技機５の前面枠１９は本体枠（外枠）１２に図示しないヒンジを介して開閉回動可能
に組み付けられる。遊技盤５０は前面枠１９の表側に形成された収納部（図示省略）に収
装される。また、前面枠１９には、遊技盤５０の前面を覆うカバーガラス（透明部材）を
備えたガラス枠１８が取り付けられている。
【００４８】
　遊技盤５０について説明する。
【００４９】
　遊技盤５０の表面には、ガイドレール５５で囲われた略円形状の遊技領域５１が形成さ
れる。
【００５０】
　遊技領域５１には、ほぼ中央に表示装置５８が設けられるセンターケース４０が設置さ
れる。表示装置５８はセンターケース４０に設けられた凹部に、センターケース４０の前
面より奥まった位置に取り付けられている。すなわち、センターケース４０は表示装置５
８の表示領域の周囲を囲い、表示装置５８の表示領域から突出して設けられている。
【００５１】
　表示装置５８は、例えば、ＬＣＤ（液晶表示器）、ＣＲＴ（ブラウン管）等で表示画面
が構成されている。表示画面の画像を表示可能な領域（表示領域）には、複数の変動表示
領域が設けられており、各変動表示領域に識別情報（特別図柄）や特図変動表示ゲームを
演出するキャラクタが表示される。表示画面の変動表示領域には、識別情報として割り当
てられた三つの特別図柄が変動表示（可変表示）して特図変動表示ゲーム（補助遊技）が
行われる。その他、表示画面には遊技の進行に基づく画像（例えば、大当たり表示、ファ
ンファーレ表示、エンディング表示等）が表示される。
【００５２】
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　センターケース４０の左側には、普通図柄始動ゲート３１が設けられる。センターケー
ス４０の左下側には、三つの一般入賞口３２が備えられ、センターケース４０の右下側に
は、一つの一般入賞口３２が備えられている。
【００５３】
　センターケース４０の下側には、開閉可能な普通変動入賞装置３３を備える始動入賞口
３４が設けられる。
【００５４】
　また、センターケース４０に設けられた始動入賞口３４の下方には、表示装置５８の作
動結果によって遊技球を受け入れない状態と受け入れやすい状態とに変換可能な特別変動
入賞装置（大入賞口）３６が設けられる。
【００５５】
　遊技機５では、図示しない発射装置から遊技領域５１に向けて遊技球（パチンコ球）が
打ち出されることによって遊技が行われる。打ち出された遊技球は、遊技領域５１内の各
所に設置された釘や風車等の方向転換部材によって転動方向を変えながら遊技領域５１を
流下し、一般入賞口３２、始動入賞口３４、又は特別変動入賞装置３６に入賞するか、遊
技領域５１の最下部に設けられたアウト口３９に入り、遊技機裏面側に排出される。なお
、遊技球が各種入賞口又はアウト口３９に入る前に、普通図柄始動ゲート３１を通過する
場合がある。
【００５６】
　なお、始動入賞口３４の状態には、普通変動入賞装置３３の開閉によって、遊技球が入
賞しやすい状態と遊技球が入賞しにくい状態とがある。
【００５７】
　通常、普通変動入賞装置３３は閉状態であり、始動入賞口３４は、遊技球が入賞しにく
い状態である。普通図柄始動ゲート３１を遊技球が通過することによって、普図変動表示
ゲームが実行され、普図変動表示ゲームの結果、当たり状態が発生すると、普通変動入賞
装置３３が開状態に変換され、始動入賞口３４は遊技球が入賞しやすい状態となる。
【００５８】
　一般入賞口３２への遊技球の入賞は、図示しない一般入賞口センサによって検出される
。
【００５９】
　始動入賞口３４への遊技球の入賞は、図示しない始動入賞口センサによって検出される
。この遊技球の通過タイミングによって抽出された特別図柄乱数カウンタ値は、遊技機５
の特図記憶領域に特別図柄入賞記憶（始動記憶）として所定数（例えば、最大で４回分）
を限度に記憶される。そして、この始動記憶の記憶数は、図示しない特図表示器に表示さ
れる。遊技機５は、始動記憶に基づいて、表示装置５８にて特図変動表示ゲーム（補助遊
技）を行う。
【００６０】
　始動入賞口３４に遊技球の入賞又は始動記憶があると、表示装置５８では、前述した数
字等で構成される識別情報（特別図柄）が左（第一識別情報）、右（第二識別情報）、中
（第三識別情報）の順に変動表示を開始して、特図変動表示ゲームに関する画像が表示さ
れる。つまり、表示装置５８では、始動記憶の記憶数に対応する回数だけ、特図変動表示
ゲームが行われ、興趣向上のために多様な表示を演出する。
【００６１】
　始動入賞口３４への入賞が所定のタイミングでなされたとき（具体的には、入賞検出時
の当たり乱数値が当たり値であるとき）には特図変動表示ゲームの結果として表示図柄に
より特定の結果態様（特別結果態様）が導出されて、大当たり状態となる。具体的には、
特図表示器では、当たり図柄である一桁の特別図柄で停止して、表示装置５８は、三つの
特別図柄が揃った状態（大当り図柄）で停止する。このとき、特別変動入賞装置３６の大
入賞口は、所定の時間（例えば、３０秒）だけ、遊技球を受け入れない閉状態から遊技球
を受け入れやすい開状態に変換される。すなわち、特別変動入賞装置３６が所定の時間又
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は所定数の遊技球が入賞するまで大きく開くので、この間遊技者は多くの遊技球を獲得す
ることができるという特典が付与される。
【００６２】
　特別変動入賞装置３６への遊技球の入賞は、図示しないカウントセンサによって検出さ
れる。
【００６３】
　普通図柄始動ゲート３１への遊技球の通過は、図示しない普通図柄始動ゲートセンサに
よって検出される。この遊技球の通過タイミングによって抽出された普通図柄乱数カウン
タ値は、遊技機５内の普図記憶領域に普通図柄入賞記憶として所定回数（例えば、最大で
４回分）を限度に記憶される。そして、普通図柄入賞記憶の記憶された個数は図示しない
普図表示器に表示される。
【００６４】
　普図入賞記憶があると、遊技機５は、普図入賞記憶に基づいて図示しない普図表示器で
普図変動表示ゲームを開始する。すなわち、普通図柄始動ゲート３１への通過検出が所定
のタイミングでなされたとき（具体的には、通過検出時の普図乱数カウンタ値が当たり値
であるとき）には、普図表示器に表示される普通図柄が当たり状態で停止し、当たり状態
となる。このとき、普通変動入賞装置３３は、始動入賞口３４への入口が所定の時間だけ
開放するように変換されるため、始動入賞口３４は、遊技球が入賞しやすい状態となる。
なお、普通変動入賞装置３３の開放時間は、例えば、確率変動状態及び変動時間短縮状態
では２．９秒間、通常遊技状態では０．５秒間として、遊技状態に応じて開放態様が変化
するようにしてもよい。
【００６５】
　このようにして、一般入賞口３２、始動入賞口３４、又は特別変動入賞装置３６に遊技
球が入賞すると、入賞した入賞口の種類に応じた賞球数の遊技球が賞球として払い出され
る。
【００６６】
　また、アウト口３９によって回収された遊技球は、アウトタンク４３に排出される。ア
ウトタンク４３に排出された遊技球は、回収球として計数された後に島設備に回収される
。この回収球は、図示しない揚送装置により島設備の上部に揚送され、再度補給球として
島設備に配設されている遊技機５に分配される。なお、アウトタンク４３は、所定数（例
えば、１０個）の遊技球を計数する毎に、回収信号を情報収集端末装置３に出力する。
【００６７】
　ガラス枠１８のカバーガラスの周囲には、装飾光が発光される装飾部材１６が備えられ
ている。この装飾部材１６の内部にはランプやＬＥＤ等からなる図示しない装飾装置が備
えられている。この装飾装置を所定の発光態様によって発光することによって、装飾部材
１６が所定の発光態様によって発光する。また、ガラス枠１８の上方には照明ユニット３
７が備えられている。
【００６８】
　前面枠１９の下部の開閉パネル２０には図示しない発射装置に遊技球を供給する上皿２
１が、固定パネル２２には灰皿２９、下皿２３及び図示しない発射装置の操作部２４等が
備えられている。
【００６９】
　また、遊技者が操作部２４を回動操作することによって、図示しない発射装置は、上皿
２１から供給される遊技球を発射する。
【００７０】
　また、上皿２１の上縁部には、遊技者からの操作入力を受け付けるためのセレクトボタ
ン４４及び演出ボタン４１が備えられている。
【００７１】
　遊技者がセレクトボタン４４を操作することによって、表示装置５８における特図変動
表示ゲームの演出内容を選択することができる。また、遊技者が演出ボタン４１を操作す
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ることによって、表示装置５８における特図変動表示ゲームに、遊技者の操作を介入させ
た演出を行うことができる。
【００７２】
　上皿２１の右上部には、遊技者が遊技媒体を借りる場合に操作する貸出ボタン２６、及
び、カードユニット６からカード（ワンデイカード、会員カード等）を排出させるために
操作される排出ボタン２７が設けられている。これらのボタン２６、２７の間には、プリ
ペイドカードの残高を表示する残高表示部２８が設けられる。
【００７３】
　また、下皿２３には、下皿２３に貯留された遊技球を排出するための下皿球抜き機構４
２が備えられる。
【００７４】
　前面枠１９下部右側には、ガラス枠１８を施錠するための鍵２５が備えられている。
【００７５】
　次に、カードユニット６について説明する。
【００７６】
　カードユニット６は、カード挿入口６１、表示装置６２、貨幣挿通口６３を備える。
【００７７】
　カード挿入口６１は、カードユニット６の下部に設けられる。カード挿入口６１には、
プリペイドカード又は会員カード等のカードが挿入される。
【００７８】
　表示装置６２は、カードユニット６の中央付近に設けられる。表示装置６２は、表示部
６２１及び操作部６２２を備える。
【００７９】
　操作部６２２は、貯球払出スイッチ６２２１、及びカードＩＤクリアスイッチ６２２２
を備える。
【００８０】
　貯球払出スイッチ６２２１は、遊技者が精算した結果遊技場に預け入れられた遊技球（
貯球）を遊技に再使用する場合に操作される。貯球は、貯球払出スイッチ６２２１が操作
されない限り、遊技に使用することができない。
【００８１】
　なお、本実施形態では、遊技をしている当日の貯球と、それ以前の日の貯球とを区別し
ている。これは、貯球を再使用する際に、手数料を取る営業方法を行う場合に、当日の貯
球を再使用する際の手数料を少なく、又は手数料無しとして、それ以前の日の貯球を再使
用する際の手数料を多く、又は手数料有りにする場合に有効である。
【００８２】
　本実施形態では、手数料の無い（又は、少ない）当日の貯球を優先して再使用し、再使
用できる当日の貯球が無くなった場合、それ以前の貯球が再使用される。
【００８３】
　カードＩＤクリアスイッチ６２２２は、遊技が中断された場合に記憶されるカードの識
別子を消去する場合に操作される。
【００８４】
　なお、本実施形態では、貯球と貸球を区別しているが、貯球を再使用することを、貯球
を特殊景品と交換し、特殊景品を現金化して、現金で遊技球を借りたとみなせば、貯球も
貸球と言うことができる。
【００８５】
　貨幣挿通口６３は、カードユニット６の上方に設けられる。貨幣挿通口６３には、貨幣
が挿入される。
【００８６】
　表示部６２１は、カード情報表示画面、大当たり情報表示画面、残高情報表示画面等を
表示する。カード情報表示画面では、カード挿入口６１に挿入されたプリペイドカード又
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は会員カードに記憶された情報（会員情報）が表示される。大当たり情報表示画面では、
遊技機５において所定期間の間に実行された特図変動表示ゲームの回数及び特図変動表示
ゲームの結果が大当たりである回数が表示される。
【００８７】
　残高情報表示画面では、カード挿入口６１に挿入されたプリペイドカード又は会員カー
ドに記憶された有価価値及び貨幣挿通口６３に挿入された貨幣の有価価値が表示される。
【００８８】
　表示部６２１は、タッチパネルが操作されることによって、カード情報表示画面と大当
たり情報表示画面と残高情報表示画面とを切り換える。
【００８９】
　貨幣挿通口６３の上方には、状態表示部６４が設けられる。状態表示部６４は、カード
ユニット６の動作に対応して色を変化させる。例えば、カードユニット６が利用可能状態
である場合には、状態表示部６４は緑色に点灯し、カードユニット６のカード挿入口６１
にカードが挿入されている間、状態表示部６４は赤色に点灯する。
【００９０】
　次に、遊技装置４から出力される信号について説明する。
【００９１】
　まず、遊技機５から出力される各種信号について説明する。
【００９２】
　遊技機５から情報収集端末装置３に、以下のような遊技に関わる信号が入力される。
【００９３】
　遊技機５は、一般入賞口３２又は特別変動入賞装置３６の大入賞口に遊技球が入賞した
ことによって、入賞した入賞口の種類に応じた数の賞球を、排出装置から上皿２１に排出
する。そして、所定数の賞球を排出する毎に「賞球信号」（例えば、１０個で１パルスの
パルス信号）を遊技データとして出力する。
【００９４】
　また、遊技機５は、特図変動表示ゲームの結果が特別遊技状態のときは、当該特別遊技
状態中に「特賞信号」を遊技データとして出力する。
【００９５】
　また、遊技機５は、当該特別遊技状態の後に発生する特定遊技状態（確率変動状態・時
短状態）中に、「確変・時短信号」を遊技データとして出力する。
【００９６】
　また、遊技機５は、始動入賞口３４への遊技球の入賞によって「始動入賞信号」を遊技
データとして出力し、特図変動表示ゲームを開始すると、特図変動表示ゲームを開始する
毎に「スタート信号」を遊技データとして出力する。
【００９７】
　また、遊技機５は、ガラス枠１８が開放されたことを検出した場合、又は前面枠１９が
開放されたことを検出した場合、「ガラス枠／前面枠開放検出信号（枠開放検出信号）」
を出力する。
【００９８】
　また、遊技機５から出力される信号（遊技データ）には、特図変動表示ゲームが終了し
たときに出力される「図柄確定信号」等もある。
【００９９】
　これらの信号を受信した情報収集端末装置３は、受信した信号に応じて遊技機５の状態
を設定したり、データを加算したり、累積値を集計したりする。なお、集計した累積値を
収集データという。情報収集端末装置３は、これらの信号が入力された場合には、遊技場
管理装置１に対応する遊技データを出力する。
【０１００】
　次に、カードユニット６から情報収集端末装置３へ出力される各種信号について説明す
る。
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【０１０１】
　カードユニット６は、カード挿入口６１にカードが挿入された場合、挿入されたカード
に記憶された各種データを読み取り、読み取ったデータを記憶する。
【０１０２】
　カードユニット６は、所定数（例えば、２５個）の遊技球を貸し出す毎に「貸出信号」
（第１の貸出情報）を情報収集端末装置３へ出力する。なお、「貸出信号」は、遊技機５
から出力してもよい。
【０１０３】
　カードユニット６の貨幣挿通口６３に貨幣が挿入された場合には、挿入された貨幣の金
額を特定して、特定した金額を「入金信号」（第１の貨幣受付情報）として情報収集端末
装置３へ出力する。
【０１０４】
　次に、カードユニット６からカード管理装置１７へ送信される各種情報について説明す
る。
【０１０５】
　カードユニット６は、カード管理装置１７から接続確認要求を受信した場合には、接続
確認要求に対応する接続確認応答をカード管理装置１７へ送信する。換言すると、カード
ユニット６は、カード管理装置１７と接続確認情報を通信する。
【０１０６】
　カードユニット６は、情報収集端末装置３へ「入金信号」（第１の貨幣受付情報）を出
力する場合に、挿入された貨幣の金額を示す金額情報（第２の貨幣受付情報）をカード管
理装置１７にも送信する。
【０１０７】
　カードユニット６は、カード挿入口６１にカードが挿入された場合、挿入されたカード
に記憶されているカードＩＤを読み取り、読み取ったカードＩＤをカード管理装置１７へ
送信する。
【０１０８】
　カードユニット６は、情報収集端末装置３へ「貸出信号」（第１の貸出情報）を出力す
る場合に、所定数の遊技球が貸し出されたことを示す貸出情報（第２の貸出情報）をカー
ド管理装置１７にも送信する。
【０１０９】
　図３は、本発明の実施形態の遊技場管理装置１の構成を示すブロック図である。
【０１１０】
　遊技場管理装置１には、ＣＰＵ１０１、プログラム等を予め格納したＲＯＭ１０２、Ｃ
ＰＵの動作時にワークエリアとして使用されるメモリであるＲＡＭ１０３、及び、各種デ
ータを記憶するハードディスク等の記憶装置（ＨＤＤ）１０４が設けられている。
【０１１１】
　ＲＡＭ１０３は、各種データを一時的に記憶する記憶領域及びＣＰＵ１０１の動作に必
要なデータが一時的に記憶される作業領域を備える。また、ＲＯＭ１０２にプログラムを
記憶する代わりに、ＨＤＤ１０４にプログラムを保存し、ＲＡＭ１０３にプログラムをコ
ピーしＲＡＭ１０３でプログラムを動作させることも可能である。
【０１１２】
　これらのＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３及びＨＤＤ１０４はバス１０５に
よって接続されている。バス１０５は、ＣＰＵ１０１がデータの読み書きのために使用す
るアドレスバス及びデータバスから構成されている。
【０１１３】
　バス１０５には、外部との入出力を司るネットワーク通信ポート１０６及びＩ／Ｏポー
ト１０７が接続されている。
【０１１４】
　ネットワーク通信ポート１０６は、所定の通信プロトコルに従ってデータ通信を行うた
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めのデータ入出力部である。
【０１１５】
　具体的には、遊技場管理装置１は、ネットワーク通信ポート１０６を介して、カード管
理装置１７、情報収集端末装置３、並びに呼出しランプ８及びコーナーランプ７に接続さ
れている。
【０１１６】
　Ｉ／Ｏポート１０７には、入力装置１１０、出力装置１１１が接続される。入力装置１
１０は、遊技場管理装置１に管理者がデータを入力するための装置であり、例えば、マウ
ス、キーボード等である。また、出力装置１１１は、例えば、ディスプレイ等である。
【０１１７】
　また、Ｉ／Ｏポート１０７には、停電時に遊技場管理装置１に電源を供給するＵＰＳ１
１２が接続される。
【０１１８】
　なお、遊技場管理装置１とカード管理装置１７及び情報収集端末装置３とがシリアル接
続される場合には、遊技場管理装置１は、Ｉ／Ｏポート１０７を介して、カード管理装置
１７及び情報収集端末装置３と接続される。
【０１１９】
　図４は、本発明の実施形態の情報収集端末装置３の構成を示すブロック図である。
【０１２０】
　情報収集端末装置３は、３個のＣＰＵ３０１～３０３を内蔵した１チップタイプのプロ
セッサを備え、このプロセッサは、メディアアクセスコントロールＣＰＵ（ＭＡＣＣＰＵ
）３０１、ネットワークＣＰＵ３０２及びアプリケーションＣＰＵ３０３の三つのＣＰＵ
を内蔵している。また、これらのＣＰＵ３０１～３０３が接続されているアドレス及びデ
ータのためのコモンバス３０４には、各ＣＰＵに共通して使用されるメモリとして、ＲＡ
Ｍ３０５、ＥＥＰＲＯＭ３０６及びＲＯＭ３０７が接続されている。
【０１２１】
　ＲＡＭ３０５は、各種データ（例えば、通常時データ又は特賞中データ等）を一時的に
記憶する記憶領域及びアプリケーションＣＰＵ３０３の動作に必要なデータが一時的に記
憶される作業領域を備える。
【０１２２】
　ＥＥＰＲＯＭ３０６は、不揮発性のメモリであって、情報収集端末装置３に接続される
遊技装置４の台番号、ネットワーク構成、ネットワーク通信アドレスの指定情報及び識別
コード（チップＩＤ）等、情報収集端末装置３に設定される情報や停電等でも保持する必
要のある遊技データ等を記憶している。
【０１２３】
　ＥＥＰＲＯＭ３０６のプログラムによって書き換え可能な領域及びＲＯＭ３０７には、
遊技信号の収集に用いられるプログラムが記憶されている。
【０１２４】
　また、コモンバス３０４には、外部との入出力を司るネットワーク通信ポート３０８及
びＩ／Ｏポート３０９が接続されている。
【０１２５】
　ネットワーク通信ポート３０８は、所定の通信プロトコルに従ってデータ通信を行うた
めのポートである。ネットワーク通信ポート３０８は、ドライバを介してネットワーク接
続端子に接続されており、当該ネットワーク接続端子はネットワークケーブルを介して中
継装置１３Ａが接続され、さらに、稼動情報系ネットワーク１００Ａを通じて遊技場管理
装置１と信号（データ信号、指令信号）を送受信する。
【０１２６】
　Ｉ／Ｏポート３０９は、パラレル又はシリアルの入出力ポートであり、ドライバを介し
て外部入出力端子に接続されている。この外部入出力端子には、遊技機５から出力される
賞球信号、特賞信号、確変信号、スタート信号や、アウトタンク４３から出力される回収
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信号、カードユニット６から出力される貸出信号、入金信号が入力される。なお、賞球信
号、特賞信号、確変信号及びスタート信号は、通信ポート３１０と、遊技機５の遊技用マ
イクロコンピュータ５００とにより直接通信することによって、受信することもできる。
【０１２７】
　通信ポート３１０は、遊技機５に設けられた遊技用マイクロコンピュータ５００の通信
ポートとの間で、所定のプロトコルで通信を行う。通信ポート３１０は、遊技機５の遊技
制御基板上に設けられたコネクタと接続されている。
【０１２８】
　なお、プロセッサには、ＣＰＵ３０１～３０３のクロックやリセット等の制御信号を出
力する制御回路３１１も内蔵されている。
【０１２９】
　遊技装置４から情報収集端末装置３に遊技信号が入力されると、アプリケーションＣＰ
Ｕ３０３によって遊技情報の累積値が算出される。そして、アプリケーションＣＰＵ３０
３は、算出された遊技情報の累積値に基づいて、遊技装置４の稼動状態を判定する。遊技
情報の累積値は、ＲＡＭ３０５に一定期間記憶され、例えば営業日の終了時に、当該累積
値を、情報収集端末装置３がネットワーク通信ポート３０８から出力して、遊技場管理装
置１に送信する。
【０１３０】
　図５は、本発明の実施形態のカード管理装置１７の構成を示すブロック図である。
【０１３１】
　カード管理装置１７には、ＣＰＵ１７０１、プログラム等を予め格納したＲＯＭ１７０
２、ＣＰＵの動作時にワークエリアとして使用されるメモリであるＲＡＭ１７０３、及び
、各種データを記憶するハードディスク等の記憶装置（ＨＤＤ）１７０４が設けられてい
る。
【０１３２】
　ＲＡＭ１７０３は、各種データを一時的に記憶する記憶領域及びＣＰＵ１７０１の動作
に必要なデータが一時的に記憶される作業領域を備える。また、ＲＯＭ１７０２にプログ
ラムを記憶する代わりに、ＨＤＤ１７０４にプログラムを保存し、ＲＡＭ１７０３にプロ
グラムをコピーしＲＡＭ１７０３でプログラムを動作させることも可能である。
【０１３３】
　これらのＣＰＵ１７０１、ＲＯＭ１７０２、ＲＡＭ１７０３及びＨＤＤ１７０４はバス
１７０５によって接続されている。バス１７０５は、ＣＰＵ１７０１がデータの読み書き
のために使用するアドレスバス及びデータバスから構成されている。
【０１３４】
　バス１７０５には、外部との入出力を司るネットワーク通信ポート１７０６及びＩ／Ｏ
ポート１７０７が接続されている。
【０１３５】
　ネットワーク通信ポート１７０６は、所定の通信プロトコルに従ってデータ通信を行う
ためのデータ入出力部である。
【０１３６】
　具体的には、カード管理装置１７は、ネットワーク通信ポート１７０６を介して、遊技
場管理装置１、残額精算機１５、カードユニット６、及び計数器３０が接続されている。
【０１３７】
　Ｉ／Ｏポート１７０７には、入力装置１７１０、出力装置１７１１が接続される。入力
装置１７１０は、遊技場管理装置１に管理者がデータを入力するための装置であり、例え
ば、マウス、キーボード等である。また、出力装置１７１１は、例えば、ディスプレイ等
である。
【０１３８】
　また、Ｉ／Ｏポート１７０７には、停電時に遊技場管理装置１に電源を供給するＵＰＳ
１７１２が接続される。
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【０１３９】
　なお、遊技場管理装置１とカード管理装置１７とがシリアル接続される場合には、カー
ド管理装置１７は、Ｉ／Ｏポート１７０７を介して、遊技場管理装置１と接続される。
【０１４０】
　図６は、本発明の実施形態の残額管理データベース６００の説明図である。
【０１４１】
　残額管理データベース６００は、カード管理装置１７のＨＤＤ１７０４に記憶され、カ
ード管理装置１７が管理するカードを所有する遊技者が所有する有価価値（残額）を管理
するデータベースである。
【０１４２】
　残額管理データベース６００は、カードＩＤ６０１、及び残額６０２を含む。
【０１４３】
　カードＩＤ６０１には、カードの一意な識別子であるカードＩＤが登録される。残額６
０２には、各遊技者が所有する有価価値が登録される。
【０１４４】
　図７は、本発明の実施形態の状態管理データベース７００の説明図である。
【０１４５】
　状態管理データベース７００は、カード管理装置１７のＨＤＤ１７０４に記憶され、各
遊技装置４の状態を管理するデータベースである。
【０１４６】
　状態管理データベース７００は、遊技装置ＮＯ７０１、通信状態７０２、売上（貸出）
額７０３、データチェック結果７０４、カードＩＤ７０５、及び残額７０６を含む。
【０１４７】
　遊技装置ＮＯ７０１には、遊技装置４の一意な識別子が登録される。通信状態７０２に
は、各遊技装置４（本実施形態では、カードユニット６）とカード管理装置１７との通信
状態が登録される。通信状態７０２には、具体的には、遊技装置４（カードユニット６）
とカード管理装置１７とが通信可能な状態（オンライン状態）である場合には、「○」が
登録され、遊技装置４（カードユニット６）とカード管理装置１７とが通信不可能な状態
（オフライン状態）である場合には、「×」が登録される。
【０１４８】
　売上額７０３には、各遊技装置４で貸し出された遊技球の数に対応する有価価値を示す
値（累積値）が登録される。なお、売上額７０３に登録された値に１００を乗算すること
によって実際の売上額である有価価値が算出される。
【０１４９】
　データチェック結果７０４には、カード管理装置１７が管理する売上額と遊技場管理装
置１が管理する売上額とが一致するか否かを判定した結果が登録される。具体的には、デ
ータチェック結果７０４には、カード管理装置１７が管理する売上額と遊技場管理装置１
が管理する売上額とが一致する場合には、「○」が登録され、カード管理装置１７が管理
する売上額と遊技場管理装置１が管理する売上額とが一致しない場合には、「×」が登録
される。
【０１５０】
　カードＩＤ７０５には、各遊技装置４（本実施形態では、カードユニット６）に挿入さ
れているカードのカードＩＤが登録される。残額７０６には、各遊技装置４（カードユニ
ット６）に挿入されているカードの会員が所有する有価価値が登録される。なお、カード
管理装置１７は、遊技装置４（カードユニット６）からカードが排出されたことを示す排
出情報を受信した場合、カードＩＤ７０５に登録されたカードＩＤを削除する。
【０１５１】
　図８は、本発明の実施形態の収支管理データベース８００の説明図である。
【０１５２】
　収支管理データベース８００は、遊技場管理装置１のＨＤＤ１０４に記憶され、各遊技
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装置４での収支を管理するデータベースである。
【０１５３】
　収支管理データベース８００は、遊技装置ＮＯ８０１、売上（貸出）額８０２、アウト
球数８０３、セーフ球数８０４、及び入金額８０５を含む。
【０１５４】
　遊技装置ＮＯ８０１には、遊技装置４の一意な識別子が登録される。売上額８０２には
、各遊技装置４で貸し出された遊技球の数に対応する有価価値を示す値（累積値）が登録
される。なお、売上額８０２に登録された値に１００を乗算することによって実際の売上
額である有価価値が算出される。
【０１５５】
　アウト球数８０３には、アウト口３９によって回収され、アウトタンク４３に流下した
遊技球の数を示す値（累積値）が登録される。セーフ球数８０４には、一般入賞口３２、
始動入賞口３４、及び大入賞口３６に遊技球が入賞することによって、遊技者に払い出さ
れた遊技球の数を示す値（累積値）が登録される。なお、アウト球数８０３及びセーフ球
数８０４に登録された値に１０を乗算することによって実際の遊技球の数が算出される。
【０１５６】
　入金額８０５には、遊技装置４（カードユニット６）に投入された金額を示す値（累積
値）が登録される。入金額８０５に登録された値に１００を乗算することによって実際に
遊技装置４に投入された金額が算出される。
【０１５７】
　図９は、本発明の実施形態の遊技システムで実行される接続確認処理、入金処理及び貸
出処理のシーケンス図である。
【０１５８】
　カード管理装置１７は、ポーリングにより、所定のタイミングで、接続確認要求をカー
ドユニット６に送信する（９０１）。
【０１５９】
　カードユニット６は、接続確認要求を受信すると、接続確認要求に対応する接続確認応
答をカード管理装置１７に送信する（９０２）。
【０１６０】
　ステップ９０１及び９０２の処理を接続確認処理といい、所定のタイミングで繰り返し
実行する。
【０１６１】
　接続確認処理は、他の方法でも実現可能であり、例えば、カードユニット６が、所定の
タイミングで接続確認情報をカード管理装置１７に送信し、カード管理装置１７は、所定
時間接続確認情報を受信していない場合に、カード管理装置１７とカードユニット６とが
接続されていないと判定する。
【０１６２】
　次に、入金処理を説明する。
【０１６３】
　カードユニット６は、カードユニット６の貨幣挿通口６３に貨幣が挿入されたことを検
出する（９０３）。
【０１６４】
　カードユニット６は、貨幣挿通口６３に挿入された貨幣の金額を特定して、特定された
金額をカードに記憶させる（９０４）。
【０１６５】
　この場合、カード挿入口６１にカードが挿入されていない場合には、カードユニット６
は、カードユニット６にストックしてあるワンデイカードに、特定された金額を記憶させ
る。なお、カード挿入口６１にカードが挿入されている場合には、カードユニット６は、
カード挿入口６１に挿入されているカード（会員カード）に、特定された金額を加算記憶
させる。
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【０１６６】
　次に、カードユニット６は、遊技装置４の一意な識別子及びステップ９０４の処理で特
定された金額を示す情報を含む入金信号（第１の貨幣受付情報）を情報収集端末装置３を
介して、遊技場管理装置１へ出力する（９０５）。
【０１６７】
　遊技場管理装置１は、入金信号が入力された場合に、入力された入金信号に基づいて、
収支管理データベース８００の入金額８０５に登録された値を更新する（９０６）。
【０１６８】
　具体的には、遊技場管理装置１は、収支管理データベース８００の遊技装置ＮＯ８０１
に登録された遊技装置４の識別子が、入力された入金信号に含まれる遊技装置４の識別子
と一致するエントリを取得し、取得したエントリの入金額８０５に登録された値を、入力
された入金信号に含まれるステップ９０４の処理で特定された金額を示す値に更新する。
【０１６９】
　次に、カードユニット６は、ステップ９０４の処理で特定された金額が記憶されたカー
ドのカードＩＤ、並びに遊技装置４の識別子及びステップ９０４の処理で特定された金額
を示す情報を含む金額情報（第２の貨幣受付情報）を、カード管理装置１７に送信する（
９０７）。
【０１７０】
　カード管理装置１７は、ステップ９０７の処理で送信されたカードＩＤ、及び金額情報
を受信した場合、受信したカードＩＤ及び金額情報に基づいて、状態管理データベース７
００を更新する（９０８）。
【０１７１】
　具体的には、カード管理装置１７は、状態管理データベース７００の遊技装置ＮＯ７０
１に登録された遊技装置４の識別子が、受信した金額情報に含まれる遊技装置４の識別子
と一致するエントリを取得する。そして、カード管理装置１７は、取得したエントリに含
まれるカードＩＤ７０５に登録されたカードＩＤが、受信したカードＩＤと一致するか否
かを判定する。カード管理装置１７は、取得したエントリに含まれるカードＩＤ７０５に
登録されたカードＩＤが、受信したカードＩＤと一致しないと判定された場合、当該カー
ドＩＤ７０５に受信したカードＩＤに更新する。そして、当該エントリの残額７０６を受
信した金額情報に含まれるステップ９０４の処理で特定された金額を示す情報に更新する
（９０９）。
【０１７２】
　また、取得したエントリに含まれるカードＩＤ７０５に登録されたカードＩＤが、受信
したカードＩＤと一致すると判定された場合にも、カード管理装置１７は、当該エントリ
の残額７０６を受信した金額情報に含まれるステップ９０４の処理で特定された金額を示
す情報に更新する（９０９）。
【０１７３】
　また、ステップ９０９の処理では、カード管理装置１７は、残額管理データベース６０
０のカードＩＤ６０１に登録されたカードＩＤが受信したカードＩＤと一致するエントリ
の残額６０２を、受信した金額情報に含まれるステップ９０４の処理で特定された金額を
示す情報に更新する。
【０１７４】
　なお、カード管理装置１７は、ステップ９０９の処理で状態管理データベース７００及
び残額管理データベース６００を更新した後に、状態管理データベース７００及び残額管
理データベース６００が更新されたことを示す応答を、カードユニット６に送信してもよ
い。
【０１７５】
　次に、貸出処理を説明する。
【０１７６】
　カードユニット６は、遊技機５に備わる貸出ボタン２６が操作されたことを検出する（
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９１０）。
【０１７７】
　次に、カードユニット６は、カードに記憶されている有価価値から、一回の貸出ボタン
２６の操作によって貸し出される遊技球数分の有価価値を減算する（９１１）。
【０１７８】
　そして、カードユニット６は、貸出信号（第１の貸出情報）を情報収集端末装置３を介
して遊技場管理装置１に出力する。なお、情報収集端末装置３から遊技場管理装置１に出
力される貸出信号（貸出情報）には、遊技装置４の識別子が含まれる。
【０１７９】
　遊技場管理装置１は、貸出信号が入力された場合、収支管理データベース８００の遊技
装置ＮＯ８０１に登録された遊技装置４の識別子が、入力された貸出信号に含まれる遊技
装置４の識別子と一致するエントリを取得する。そして、遊技場管理装置１は、取得した
エントリに含まれる売上額８０２に登録されている値に、一回の貸出ボタン２６の操作に
よって貸し出される遊技球数分の有価価値を示す値を加算して、売上額を更新する（９１
３）。
【０１８０】
　次に、カードユニット６は、ステップ９０４の処理で特定された金額が記憶されたカー
ドのカードＩＤ、及び貸出情報（第２の貸出情報）をカード管理装置１７に送信する（９
１４）。
【０１８１】
　カード管理装置１７は、ステップ９１４の処理で送信されたカードＩＤ及び貸出情報を
受信した場合、残額管理データベース６００のカードＩＤ６０１に登録されたカードＩＤ
が受信したカードＩＤと一致するエントリの残額６０２に登録された値から、一回の貸出
ボタン２６の操作によって貸し出される遊技球数分の有価価値を示す値を減算し、当該残
額６０２を減算された値に更新する。
【０１８２】
　そして、カード管理装置１７は、状態管理データベース７００のカードＩＤ７０５に登
録されたカードＩＤが受信したカードＩＤと一致するエントリを取得する。そして、カー
ド管理装置１７は、取得したエントリの取得したエントリの売上額７０３に登録された値
に、一回の貸出ボタン２６の操作によって貸し出される遊技球数分の有価価値を示す値を
加算し、当該売上額７０３を加算された値に更新する。また、カード管理装置１７は、取
得したエントリの残額７０６に登録された値から、一回の貸出ボタン２６の操作によって
貸し出される遊技球数分の有価価値を示す値を減算し、当該残額７０６を減算された値に
更新する。（９１５）。
【０１８３】
　ステップ９１５の処理で、状態管理データベース７００及び残額管理データベース６０
０を更新した後に、状態管理データベース７００及び残額管理データベース６００が更新
されたことを示す応答を、カードユニット６に送信してもよい。
【０１８４】
　次に、カード管理装置１７と遊技装置４とが通信できないことが検出された場合の処理
について説明する。
【０１８５】
　カード管理装置１７は、ステップ９０１の処理で接続確認要求をカードユニット６に送
信してから、所定時間経過して所定のタイミングになった場合に、接続確認要求を送信す
る（９１６）。
【０１８６】
　カード管理装置１７は、ステップ９１６の処理で接続確認要求を送信してから所定時間
が経過しても、カードユニット６から接続確認応答を受信しない場合には、カード管理装
置１７と遊技装置４とが通信できない通信異常（オフライン）であると判定する（９１８
）。



(21) JP 5425490 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

【０１８７】
　そして、カード管理装置１７は、遊技場管理装置１に貸出信号（第１の貸出情報）が入
力された場合に、カード管理装置１７の残額管理データベース６００及び状態管理データ
ベース７００を更新するための更新情報送信要求を遊技場管理装置１に送信する（９１９
）。なお、ステップ９１９の処理で、カード管理装置１７は、通信異常と判定された遊技
装置４（通信異常遊技装置４）の識別子も遊技場管理装置１に送信する。
【０１８８】
　遊技場管理装置１は、ステップ９１９の処理で送信された通信異常遊技装置４の識別子
及び更新情報送信要求を受信すると、通信異常遊技装置４から貸出信号等が入力された場
合に通信異常遊技装置４から貸出信号等が出力されたことをカード管理装置１７に通知す
るために、受信した通信異常遊技装置４の識別子を登録する（９２０）。
【０１８９】
　一方、カードユニット６は、接続確認要求を受信していない状態が所定時間以上継続し
た場合には、通信異常であると判定する（９２１）。
【０１９０】
　通信異常である場合に、カードユニット６は、貸出ボタン２６が操作されたことを検出
すると（９１０）、ステップ９１１、９１２及び９１４の処理を実行する。
【０１９１】
　カードユニット６は、ステップ９１４の処理で、カードＩＤ及び貸出情報（第２の貸出
情報）をカード管理装置１７に送信するが、カード管理装置１７と遊技装置４との間に通
信異常が発生しているので、カード管理装置１７はカードＩＤ及び貸出情報を受信できな
い。
【０１９２】
　遊技場管理装置１は、ステップ９１２の処理で出力された貸出信号（第１の貸出情報）
が入力された場合には、ステップ９１３の処理を実行する。そして、遊技場管理装置１は
、ステップ９１２の処理で貸出信号（第１の貸出情報）を出力した遊技装置４の識別子、
及び貸出信号が入力されたことを示す貸出情報（売上情報）をカード管理装置１７に送信
する（９２２）。
【０１９３】
　カード管理装置１７は、ステップ９２２の処理で送信された遊技装置４の識別子及び貸
出情報（売上情報）を受信した場合、状態管理データベース７００の遊技装置ＮＯ７０１
に登録された遊技装置４の識別子が、受信した遊技装置４の識別子のエントリと一致する
エントリを取得する。そして、カード管理装置１７は、取得したエントリの売上額７０３
に登録された値に、一回の貸出ボタン２６の操作によって貸し出される遊技球数分の有価
価値を示す値を加算し、当該売上額７０３を加算された値に更新する。また、カード管理
装置１７は、取得したエントリの残額７０６に登録された値から、一回の貸出ボタン２６
の操作によって貸し出される遊技球数分の有価価値を示す値を減算し、当該残額７０６を
減算された値に更新する。
【０１９４】
　そして、カード管理装置１７は、取得したエントリのカードＩＤ７０５に登録されたカ
ードＩＤを取得する。次に、カード管理装置１７は、残額管理データベース６００のカー
ドＩＤ６０１に登録されたカードＩＤが取得したカードＩＤと一致するエントリの残額６
０２に登録された値から、一回の貸出ボタン２６の操作によって貸し出される遊技球数分
の有価価値を示す値を減算し、当該残額６０２を減算された値に更新する（９２３）。
【０１９５】
　図１０は、本発明の実施形態のカード管理装置１７によって実行されるデータ整合性確
認処理のフローチャートである。
【０１９６】
　データ整合性確認処理は、カード管理装置１７が管理する売上額と遊技場管理装置１が
管理する売上額とが一致するか否かを判定することによって、データの整合性を確認する
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処理である。
【０１９７】
　まず、カード管理装置１７は、確認要求タイミングであるか否かを判定する（１００１
）。確認要求タイミングは、所定時間（例えば、５分）でもよいし、実行日時（例えば、
遊技場の開店直後等）が設定されていてもよい。
【０１９８】
　ステップ１００１の処理で、確認要求タイミングであると判定された場合、カード管理
装置１７は、遊技場管理装置１の収支管理データベース８００の売上額８０２（確認デー
タ）を送信する要求である確認データ送信要求を、遊技場管理装置１に送信し（１００２
）、データ整合性確認処理を終了する。
【０１９９】
　なお、確認データ送信要求には、確認データを送信する遊技装置４の識別子が含まれる
。
【０２００】
　一方、ステップ１００１の処理で、確認要求タイミングでないと判定された場合、カー
ド管理装置１７は、確認データ送信要求の応答である確認データを遊技場管理装置１から
受信したか否かを判定する（１００３）。
【０２０１】
　ステップ１００３の処理で、遊技場管理装置１から確認データを受信していないと判定
された場合、データ整合性確認処理を終了する。
【０２０２】
　一方、ステップ１００３の処理で、遊技場管理装置１から確認データを受信したと判定
された場合、カード管理装置１７は、状態管理データベース７００の売上額７０３に登録
された値と受信した確認データの売上額とが一致するか否かを、各遊技装置４ごとにチェ
ックする（１００４）。
【０２０３】
　次に、カード管理装置１７は、ステップ１００４の処理のチェック結果を状態管理デー
タベース７００のデータチェック結果７０４に登録する（１００５）。
【０２０４】
　そして、カード管理装置１７は、ステップ１００４の処理のチェック結果をオフライン
時処理情報として、各遊技装置４に送信し（１００６）、データ整合性確認処理を終了す
る。
【０２０５】
　なお、ステップ１００４の処理では、各遊技装置４ごとに売上額をチェックしたが、カ
ード管理装置１７が管理する遊技装置４の売上額の合計と、遊技場管理装置１が管理する
遊技装置４の売上額の合計と、が一致するか否かをチェックすることによって、遊技場全
体の売上額が一致するか否かを判定してもよい。また、島設備ごとの売上額を合計して、
島設備ごとの売上額が一致するか否かを判定してもよい。
【０２０６】
　この場合、遊技場管理装置１は、売上額の合計のみを確認データとすれば、ネットワー
クの負荷を軽減できる。
【０２０７】
　図１１は、本発明の実施形態のカード管理装置１７によって実行される接続確認要求処
理のフローチャートである。
【０２０８】
　接続確認要求処理は、カード管理装置１７が、カード管理装置１７と遊技装置４（本実
施形態では、カードユニット６）との通信状態が、通信可能であるか否かを確認する処理
である。
【０２０９】
　まず、カード管理装置１７は、カード管理装置１７の状態が接続確認応答待ち状態であ
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るか否かを判定する（１１０１）。
【０２１０】
　接続確認応答待ち状態とは、ステップ１１０３の処理で接続確認要求を遊技装置４に送
信した後、ステップ１１０４の処理で設定した受信タイマがタイムアップするまでの状態
をいい、遊技装置４から接続確認応答の受信を受け付ける状態である。
【０２１１】
　ステップ１１０１の処理で、カード管理装置１７の状態が接続確認応答待ち状態でない
と判定された場合、カード管理装置１７は、接続確認要求を送信する対象となる遊技装置
４の識別子（遊技装置番号）を取得する（１１０２）。
【０２１２】
　次に、カード管理装置１７は、ステップ１１０２の処理で取得した遊技装置番号によっ
て識別される遊技装置４へ、接続確認要求を送信する（１１０３）。そして、カード管理
装置１７は、ステップ１１０３の処理で接続確認要求を送信した後、接続確認要求を送信
した遊技装置４から接続確認応答を所定時間受け付けるために、受信タイマを設定し（１
１０４）、ステップ１１０５の処理に進む。
【０２１３】
　ステップ１１０１の処理で、カード管理装置１７の状態が接続確認応答待ち状態である
と判定された場合、ステップ１１０５の処理に進む。
【０２１４】
　カード管理装置１７は、ステップ１１０３の処理で接続確認要求を送信した遊技装置４
から接続確認応答を受信したか否かを判定する（１１０５）。
【０２１５】
　ステップ１１０３の処理で接続確認要求を送信した遊技装置４から接続確認応答を受信
したと、ステップ１１０５の処理で判定された場合、カード管理装置１７は、状態管理デ
ータベース７００を参照し、受信した接続確認応答を送信した遊技装置４とカード管理装
置１７との通信状態を取得する（１１０６）。
【０２１６】
　具体的には、カード管理装置１７は、状態管理データベース７００の遊技装置ＮＯ７０
１に登録された遊技装置４の識別子が、ステップ１１０２の処理で取得した遊技装置４の
識別子と一致するエントリの通信状態７０２に登録された情報を取得する。
【０２１７】
　次に、カード管理装置１７は、ステップ１１０６の処理で取得された通信状態が通信異
常であるか否かを判定する（１１０７）。
【０２１８】
　ステップ１１０６の処理で取得された通信状態が通信異常であると、ステップ１１０７
の処理で判定された場合、カード管理装置１７は、受信した接続確認応答を送信した遊技
装置４の通信状態７０２を通信可能を示す状態に更新する（１１０８）。
【０２１９】
　そして、カード管理装置１７は、当該遊技装置４とカード管理装置１７との通信状態が
通信可能になったので、遊技場管理装置１に更新情報の送信を停止するために、更新情報
送信停止要求を、遊技場管理装置１に送信し（１１０９）、ステップ１１１７の処理に進
む。なお、この送信停止要求には、ステップ１１０２の処理で取得した遊技装置４の識別
子が含まれる。
【０２２０】
　一方、ステップ１１０６の処理で取得された通信状態が通信異常でないと、ステップ１
１０７の処理で判定された場合、ステップ１１０８及び１１０９の処理を実行する必要は
ないので、ステップ１１１７の処理に進む。
【０２２１】
　ステップ１１０３の処理で接続確認要求を送信した遊技装置４から接続確認応答を受信
していないと、ステップ１１０５の処理で判定された場合、カード管理装置１７は、ステ
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ップ１１０４の処理で設定した受信タイマがタイムアップしたか否かを判定する（１１１
０）。
【０２２２】
　ステップ１１０４の処理で設定した受信タイマがタイムアップしていないと、ステップ
１１１０の処理で判定された場合、接続確認要求処理を終了する。
【０２２３】
　一方、ステップ１１０４の処理で設定した受信タイマがタイムアップしたと、ステップ
１１１０の処理で判定された場合、カード管理装置１７は、状態管理データベース７００
を参照し、ステップ１１０３の処理で接続確認要求を送信した遊技装置４の通信異常、カ
ード受付状態、及びチェック結果を取得する（１１１１）。
【０２２４】
　具体的には、カード管理装置１７は、状態管理データベース７００の遊技装置ＮＯ７０
１に登録された遊技装置４の識別子がステップ１１０２の処理で取得された遊技装置４の
識別子と一致するエントリの通信状態７０２、データチェック結果７０４、及びカードＩ
Ｄ７０５に登録された情報を取得する。
【０２２５】
　次に、カード管理装置１７は、ステップ１１１１の処理で取得した通信状態７０２に登
録された情報を参照して、カード管理装置１７と当該遊技装置４との通信状態が通信異常
であるか否かを判定する（１１１２）。
【０２２６】
　ステップ１１１２の処理で、カード管理装置１７と当該遊技装置４との通信状態が通信
異常であると判定された場合、ステップ１１１７の処理に進む。
【０２２７】
　一方、ステップ１１１２の処理で、カード管理装置１７と当該遊技装置４との通信状態
が通信異常でないと判定された場合、カード管理装置１７は、ステップ１１１１の処理で
取得されたエントリの通信状態７０２を、通信異常を示す情報に更新する（１１１３）。
【０２２８】
　次に、カード管理装置１７は、ステップ１１１１の処理で取得したカードＩＤ７０５に
登録された情報を参照し、当該遊技装置４にカードが挿入されているか否かを判定する（
１１１４）。
【０２２９】
　具体的には、カード管理装置１７は、ステップ１１１１の処理で取得したカードＩＤ７
０５にカードＩＤが登録されている場合には、当該遊技装置４にカードが挿入されている
と判定する。
【０２３０】
　ステップ１１１４の処理で、当該遊技装置４にカードが挿入されていると判定された場
合、カード管理装置１７は、ステップ１１１１の処理で取得したデータチェック結果７０
４に登録された情報を参照し、データチェック結果７０４にデータチェック結果が異常で
あることを示す情報（つまり、「×」）が登録されているか否かを判定する（１１１５）
。
【０２３１】
　ステップ１１１５の処理で、データチェック結果７０４にデータチェック結果が正常で
あることを示す情報が登録されていると判定された場合には、カード管理装置１７は、当
該遊技装置４から入金信号（第１の貨幣受付情報）又は貸出信号（第１の貸出情報）が遊
技場管理装置１に入力された場合に、遊技場管理装置１が入金信号又は貸出信号の入力が
あったことをカード管理装置１７に通知するための更新情報を、カード管理装置１７に送
信する要求である更新情報要求、及び当該遊技装置４の識別子（ステップ１１０２の処理
で取得された遊技装置４の識別子）を、遊技場管理装置１に送信し（１１１６）、ステッ
プ１１１７の処理に進む。
【０２３２】
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　なお、更新情報は、入金信号又は貸出信号を出力した遊技装置４の識別子、及び、入力
された入金信号又は貸出信号を示す情報を含む。
【０２３３】
　一方、ステップ１１１４の処理で、当該遊技装置４にカードが挿入されていないと判定
された場合、又は、ステップ１１１５の処理で、データチェック結果７０４にデータチェ
ック結果が正常であることを示す情報が登録されていないと判定された場合には、ステッ
プ１１１７の処理に進む。
【０２３４】
　そして、カード管理装置１７は、接続確認要求を送信する対象となる遊技装置４の識別
子（遊技装置番号）を更新する（１１１７）。一例としては、カード管理装置１７は、遊
技装置番号をインクリメントすればよい。
【０２３５】
　図１２は、本発明の実施形態のカード管理装置１７によって実行されるオフライン装置
データ更新処理のフローチャートである。
【０２３６】
　オフラインデータ更新処理は、カード管理装置１７と通信できない状態の遊技装置４か
ら遊技場管理装置１を介して更新用情報を受信した場合に、カード管理装置１７によって
実行される処理であり、受信した更新用情報に基づいて、状態管理データベース７００等
を更新する処理である。
【０２３７】
　まず、カード管理装置１７は、遊技場管理装置１から更新用情報を受信したか否かを判
定する（１２０１）。
【０２３８】
　ステップ１２０１の処理で、更新用情報を受信していないと判定された場合、状態管理
データベース７００等を更新する必要がないので、オンライン装置データ更新処理を終了
する。
【０２３９】
　一方、ステップ１２０１の処理で、更新用情報を受信したと判定された場合、カード管
理装置１７は、状態管理データベース７００を参照し、入金信号（第１の貨幣受付情報）
又は貸出信号（第１の貸出情報）を出力した遊技装置４に挿入されているカードのカード
ＩＤを取得する（１２０２）。
【０２４０】
　具体的には、カード管理装置１７は、状態管理データベース７００の遊技装置ＮＯ７０
１に登録された遊技装置４の識別子が、受信した更新用情報に含まれる遊技装置４の識別
子と一致するエントリのカードＩＤ７０５に登録されたカードＩＤを取得する。
【０２４１】
　そして、カード管理装置１７は、受信した更新用情報（入金情報・貸出情報）から残額
を更新するデータを算出する（１２０３）。入金情報と貸出情報の大小により更新データ
はプラス（残高に加算）のケースとマイナス（残高より減算）のケースがある。
【０２４２】
　カード管理装置１７は、状態管理データベース７００の遊技装置ＮＯ７０１に登録され
た遊技装置４の識別子が、受信した更新用情報に含まれる遊技装置４の識別子と一致する
エントリの残額７０６を取得し（１２０４）、ステップ１２０４の処理で取得した残額７
０６とステップ１２０３で算出された更新データとを比較する（１２０５）。
【０２４３】
　ステップ１２０５で残額管理ＤＢ７００の残額７０６と更新データとの符号反転値を比
較する。残額７０６が更新データの符号反転値より小さい場合、すなわち、遊技装置４で
使用した金額が該当するカードＩＤの残額７０６より大きい場合はカード不正として報知
を行う（１２０７）。前記残額７０６が前記更新データの符号反転値以上である場合は、
状態管理ＤＢ７００の残額７０６及び残額管理ＤＢ６００の残額６０２の該当するカード
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ＩＤのデータを更新しオフライン装置データ更新処理を終了する。
【０２４４】
　図１３は、本発明の実施形態の情報要求受付処理のフローチャートである。
【０２４５】
　情報要求受付処理は、遊技場管理装置１によって実行され、各情報送信要求（確認デー
タ送信要求、更新用情報送信要求、及び更新用情報送信停止要求）に対応した処理を実行
する処理である。
【０２４６】
　まず、遊技場管理装置１は、カード管理装置１７から情報送信要求を受信したか否かを
判定する（１３０１）。
【０２４７】
　なお、情報送信要求は、カード管理装置１７から送信され得る確認データ送信要求、更
新用情報送信要求、及び更新用情報送信停止要求の上位概念である。
【０２４８】
　ステップ１３０１の処理で、カード管理装置１７から情報送信要求を受信していないと
判定された場合、遊技場管理装置１は、情報送信要求に対応する各処理を実行する必要は
ないので、情報要求受付処理を終了する。
【０２４９】
　一方、ステップ１３０１の処理で、カード管理装置１７から情報送信要求を受信したと
判定された場合、遊技場管理装置１は、受信した情報送信要求は確認データ送信要求であ
るか否かを判定する（１３０２）。
【０２５０】
　ステップ１３０２の処理で、受信した情報送信要求は確認データ送信要求でないと判定
された場合、ステップ１３０４の処理に進む。
【０２５１】
　一方、ステップ１３０２の処理で、受信した情報送信要求は確認データ送信要求である
と判定された場合、遊技場管理装置１は、状態管理データベース７００を参照し、確認デ
ータ送信要求に含まれる遊技装置４の識別子に対応する売上額７０３に登録された情報を
確認データとして、カード管理装置１７に送信する（１３０３）。
【０２５２】
　次に、遊技場管理装置１は、受信した情報送信要求は更新用情報送信要求であるか否か
を判定する（１３０４）。
【０２５３】
　ステップ１３０４の処理で、受信した情報送信要求は更新用情報送信要求でないと判定
された場合、ステップ１３０６の処理に進む。
【０２５４】
　一方、ステップ１３０４の処理で、受信した情報送信要求は更新用情報送信要求である
と判定された場合、遊技場管理装置１は、受信した更新用情報送信要求に含まれる遊技装
置４の識別子を、更新用情報を送信する対象となる遊技装置４を管理するための更新用情
報送信遊技装置管理データベース（不図示）に登録する（１３０５）。
【０２５５】
　次に、遊技場管理装置１は、受信した情報送信要求は更新用情報送信停止要求であるか
否かを判定する（１３０６）。
【０２５６】
　ステップ１３０６の処理で、受信した情報送信要求は更新用情報送信停止要求でないと
判定された場合、情報要求受付処理を終了する。
【０２５７】
　一方、ステップ１３０６の処理で、受信した情報送信要求は更新用情報送信停止要求で
あると判定された場合、遊技場管理装置１は、更新用情報送信遊技装置管理データベース
に登録された遊技装置４の識別子から、受信した更新用情報送信停止要求に含まれる遊技
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装置４の識別子を削除し（１３０７）、情報要求受付処理を終了する。
【０２５８】
　図１４は、本発明の実施形態の遊技場管理装置１によって実行されるイベント信号更新
処理のフローチャートである。
【０２５９】
　イベント信号更新処理は、賞球信号、特賞信号、確変・時短信号、スタート信号／始動
入賞信号、ガラス枠／前面枠開放信号、図柄確定信号、貸出信号、及び入金信号等のイベ
ント信号が入力された場合に、遊技場管理装置１によって実行される処理である。
【０２６０】
　まず、遊技場管理装置１は、イベント信号が入力された否かを判定する（１４０１）。
【０２６１】
　ステップ１４０１の処理で、イベント信号が入力されていないと判定された場合、イベ
ント信号更新処理を終了する。
【０２６２】
　一方、ステップ１４０１の処理で、イベント信号が入力されたと判定された場合、入力
されたイベント信号が貸出信号（第１の貸出情報）であるか否かを判定する（１４０２）
。
【０２６３】
　ステップ１４０２の処理で、入力されたイベント信号が貸出信号でないと判定された場
合、ステップ１４０６の処理に進む。
【０２６４】
　一方、ステップ１４０２の処理で、入力されたイベント信号が貸出信号であると判定さ
れた場合、貸出信号を出力した遊技装置４の識別子が、更新用情報送信遊技装置管理デー
タベースに登録されているか否かを検索する（１４０３）。
【０２６５】
　ステップ１４０３の処理で、更新用情報送信遊技装置管理データベースを検索した結果
を参照し、貸出信号を出力した遊技装置４の識別子が、更新用情報送信遊技装置管理デー
タベースに登録されているか否かを判定する（１４０４）。
【０２６６】
　ステップ１４０４の処理で、貸出信号を出力した遊技装置４の識別子が、更新用情報送
信遊技装置管理データベースに登録されていないと判定された場合、ステップ１４０６の
処理に進む。
【０２６７】
　一方、ステップ１４０４の処理で、貸出信号を出力した遊技装置４の識別子が、更新用
情報送信遊技装置管理データベースに登録されていると判定された場合、遊技場管理装置
１は、貸出信号が遊技場管理装置１に入力されたことを示す貸出情報、及び貸出信号を出
力した遊技装置４の識別子を含む更新用情報を、カード管理装置１７に送信する（１４０
５）。
【０２６８】
　次に、入力されたイベント信号が入金信号（第１の貨幣受付情報）であるか否かを判定
する（１４０６）。
【０２６９】
　ステップ１４０６の処理で、入力されたイベント信号が入金信号でないと判定された場
合、ステップ１４１０の処理に進む。
【０２７０】
　一方、ステップ１４０６の処理で、入力されたイベント信号が入金信号であると判定さ
れた場合、入金信号を出力した遊技装置４の識別子が、更新用情報送信遊技装置管理デー
タベースに登録されているか否かを検索する（１４０７）。
【０２７１】
　ステップ１４０７の処理で、更新用情報送信遊技装置管理データベースを検索した結果
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を参照し、入金信号を出力した遊技装置４の識別子が、更新用情報送信遊技装置管理デー
タベースに登録されているか否かを判定する（１４０８）。
【０２７２】
　ステップ１４０８の処理で、入金信号を出力した遊技装置４の識別子が、更新用情報送
信遊技装置管理データベースに登録されていないと判定された場合、ステップ１４１０の
処理に進む。
【０２７３】
　一方、ステップ１４０８の処理で、入金信号を出力した遊技装置４の識別子が、更新用
情報送信遊技装置管理データベースに登録されていると判定された場合、遊技場管理装置
１は、入金信号が遊技場管理装置１に入力されたことを示す入金情報、及び入金信号を出
力した遊技装置４の識別子を含む更新用情報を、カード管理装置１７に送信する（１４０
９）。
【０２７４】
　次に、遊技場管理装置１は、入力されたイベント情報に対応して、遊技装置４から収集
した各種信号を記憶する収集情報データベース（不図示）を更新し（１４１０）、イベン
ト信号更新処理を終了する。
【０２７５】
　図１５は、本発明の実施形態のカードユニット６によって実行される接続確認応答処理
のフローチャートである。
【０２７６】
　接続確認応答処理は、カードユニット６によって所定のタイミングで繰り返し実行され
、カード管理装置１７から受信した接続確認要求に対して接続確認応答をカード管理装置
１７へ送信する処理である。
【０２７７】
　まず、カードユニット６は、接続確認要求を受信したか否かを判定する（１５０１）。
【０２７８】
　ステップ１５０１の処理で、接続確認要求を受信していないと判定された場合、接続確
認要求を受信したときにステップ１５０５の処理で設定される確認タイマがタイムアップ
したか否かを判定する（１５０２）。
【０２７９】
　確認タイマは、カード管理装置１７が当該カードユニット６に接続確認要求を送信する
間隔よりも長い時間（例えば、２分）が設定される。
【０２８０】
　ステップ１５０２の処理で、確認タイマがタイムアップしていないと判定された場合、
接続確認応答処理を終了する。
【０２８１】
　一方、ステップ１５０２の処理で、確認タイマがタイムアップしたと判定された場合、
接続確認要求を受信するタイミングよりも長い間接続確認要求を受信していないので、当
該カードユニット６とカード管理装置１７との間に通信異常が発生したと判定し、通信異
常フラグを設定し（１５０３）、接続応答処理を終了する。
【０２８２】
　一方、ステップ１５０１の処理で、接続確認要求を受信したと判定された場合、カード
ユニット６は、接続確認応答をカード管理装置１７へ送信する（１５０４）。
【０２８３】
　次に、カードユニット６は、確認タイマを設定し（１５０５）、通信異常フラグが設定
されているか否かを判定する（１５０６）。
【０２８４】
　ステップ１５０６の処理で、通信異常フラグが設定されていないと判定された場合、接
続確認応答処理を終了する。
【０２８５】
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　一方、ステップ１５０６の処理で、通信異常フラグが設定されていると判定された場合
、カードユニット６は、通信異常時、又はデータ異常時の履歴情報（貸出情報、入金情報
など）をカード管理装置１７へ送信する（１５０７）。なお、データ異常時とは、カード
管理装置１７が管理する売上額と遊技場管理装置１が管理する売上額とが一致しなかった
場合である。
【０２８６】
　そして、カードユニット６は、新たな接続確認要求を受信しているので、通信異常は解
消されたので、通信異常フラグをリセットし（１５０８）、接続確認応答処理を終了する
。
【０２８７】
　図１６は、本発明の実施形態のカードユニット６によって実行されるオフライン時処理
情報受付処理のフローチャートである。
【０２８８】
　オフライン時処理情報受付処理は、カードユニット６によって所定のタイミングで繰り
返し実行され、カード管理装置１７から受信したオフライン時処理情報を受信した場合に
、チェック結果がデータ異常であるときに、データ異常フラグを設定する処理である。
【０２８９】
　まず、カードユニット６は、カード管理装置１７からオフライン時処理情報を受信した
か否かを判定する（１６０１）。オフライン時処理情報は、図１０に示すステップ１００
６の処理で送信される。
【０２９０】
　ステップ１６０１の処理で、オフライン時処理情報を受信していないと判定された場合
、オフライン時処理情報受付処理を終了する。
【０２９１】
　一方、ステップ１６０１の処理で、オフライン時処理情報を受信したと判定された場合
、カードユニット６は、受信したオフライン時処理情報のチェック結果がデータ異常を示
すか否かを判定する（１６０２）。
【０２９２】
　ステップ１６０２の処理で、受信したオフライン時処理情報のチェック結果がデータ異
常を示さないと判定された場合、オフライン時処理情報受付処理を終了する。
【０２９３】
　一方、ステップ１６０２の処理で、受信したオフライン時処理情報のチェック結果がデ
ータ異常を示すと判定された場合、データ異常フラグを設定し（１６０３）、オフライン
時処理情報受付処理を終了する。
【０２９４】
　図１７は、本発明の実施形態のカードユニット６によって実行されるメイン処理のフロ
ーチャートである。
【０２９５】
　メイン処理は、カードユニット６によって所定のタイミングで繰り返し実行され、カー
ドユニット６の各状態に応じた処理を実行する処理である。
【０２９６】
　まず、カードユニット６は、通信異常フラグが設定されているか否かを判定する（１７
０１）。
【０２９７】
　ステップ１７０１の処理で、通信フラグが設定されていないと判定された場合、カード
ユニット６は、ステップ１７０６の処理の通信異常時処理で記憶されたカードＩＤ、及び
ステップ１７０６の処理の通信異常時処理で設定された高額貨幣受付規制を解除する（１
７０２）。
【０２９８】
　そして、カードユニット６は、正常時処理を実行し（１７０３）、メイン処理を終了す
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る。正常時処理は、図１８で詳細を説明する。
【０２９９】
　一方、ステップ１７０１の処理で、通信異常フラグが設定されていると判定された場合
、カードユニット６は、データ異常フラグが設定されているか否かを判定する（１７０４
）。
【０３００】
　ステップ１７０４の処理で、データ異常フラグが設定されていると判定された場合、通
信・データ異常時処理を実行し（１７０５）、メイン処理を終了する。通信・データ異常
時処理は、図２１で詳細を説明する。
【０３０１】
　一方、ステップ１７０４の処理で、データ異常フラグが設定されていないと判定された
場合、通信異常時処理を実行し（１７０６）、メイン処理を終了する。通信異常時処理は
、図１９で詳細を説明する。
【０３０２】
　図１８は、本発明の実施形態のカードユニット６によって実行される正常時処理のフロ
ーチャートである。
【０３０３】
　正常時処理は、通信異常及びデータ異常が発生していない場合のカードユニット６が入
金を受け付けたり、遊技球の貸し出しを行う処理である。
【０３０４】
　まず、カードユニット６は、有効カード（会員カード又は残額があるワンデイカード）
が挿入されているか否かを判定する（１８０１）。
【０３０５】
　ステップ１８０１の処理で、有効カードが挿入されていると判定された場合、ステップ
１８０４の処理に進む。
【０３０６】
　一方、ステップ１８０１の処理で、有効カードが挿入されていないと判定された場合、
カードが新たに挿入されたか否かを判定する（１８０２）。
【０３０７】
　ステップ１８０２の処理で、カードが新たに挿入されないと判定された場合、ステップ
１８０４の処理に進む。
【０３０８】
　一方、ステップ１８０２の処理で、カードが新たに挿入されたと判定された場合、カー
ドユニット６は、カード管理装置１７が状態管理データベース７００を更新するために、
挿入されたカードに記憶されているカードＩＤ、残額情報を送信する（１８０３）。
【０３０９】
　次に、カードユニット６は、貨幣がカードユニット６に投入されたか否かを判定する（
１８０４）。
【０３１０】
　ステップ１８０４の処理で、貨幣がカードユニット６に投入されていないと判定された
場合、ステップ１８０７の処理に進む。
【０３１１】
　一方、ステップ１８０４の処理で、貨幣がカードユニット６に投入されたと判定された
場合、カードに記憶されている金額に投入された貨幣の金額を加算し、加算した値をカー
ドに書き込み、入金情報を遊技場管理装置１へ出力するために、入金信号（第１の貨幣受
付情報）を情報収集端末装置３へ出力する（１８０５）。
【０３１２】
　具体的には、有効カードが挿入されている場合には、カードユニット６は、挿入されて
いる有効カードに記憶されている金額に、投入された貨幣の金額を加算し、加算した値を
挿入されている有効カードに書き込む。
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【０３１３】
　また、有効カードが挿入されていない場合には、カードユニット６にストックされてい
るワンデイカードに、投入された貨幣の金額を書き込む。
【０３１４】
　そして、カードユニット６は、入金情報（第２の貨幣受付情報）をカード管理装置１７
に送信する（１８０６）。
【０３１５】
　次に、カードユニット６は、有効カードが挿入されているか否かを判定する（１８０７
）。
【０３１６】
　ステップ１８０７の処理で、有効カードが挿入されていないと判定された場合、正常時
処理を終了する。
【０３１７】
　一方、ステップ１８０７の処理で、有効カードが挿入されていると判定された場合、カ
ードユニット６は、貸出入力があるか否かを判定する（１８０８）。
【０３１８】
　ステップ１８０８の処理で、貸出入力がないと判定された場合、ステップ１８１３の処
理に進む。
【０３１９】
　一方、ステップ１８０８の処理で、貸出入力があると判定された場合、カードユニット
６は、挿入されている有効カードに残額が記憶されているか否かを判定する（１８０９）
。
【０３２０】
　ステップ１８０９の処理で、挿入されている有効カードに残額が記憶されていないと判
定された場合、残額に基づいて遊技球の貸し出しを行うことができないので、正常時処理
を終了する。
【０３２１】
　一方、ステップ１８０９の処理で、挿入されている有効カードに残額が記憶されている
と判定された場合、一回の貸出ボタン２６の操作で払い出される遊技球の数分の金額を、
有効カードに記憶されている残額から減算し、遊技機５と通信して、一回の貸出ボタン２
６の操作で払い出される遊技球を払い出す貸出制御処理を実行する（１８１０）。
【０３２２】
　そして、カードユニット６は、挿入されている有効カードに記憶されているカードＩＤ
、及び貸出情報（第２の貸出情報）を、カード管理装置１７へ送信し（１８１１）、貸出
信号（第１の貸出情報）を遊技場管理装置１へ出力するために、情報収集端末装置３へ出
力する（１８１２）。
【０３２３】
　次に、カードユニット６は、排出ボタン２７が操作された場合に出力されるカード返却
入力があるか否かを判定する（１８１３）。
【０３２４】
　ステップ１８１３の処理で、カード返却入力がないと判定された場合、正常時処理を終
了する。
【０３２５】
　一方、ステップ１８１３の処理で、カード返却入力があると判定された場合、有効カー
ドが挿入されているか否かを判定する（１８１４）。
【０３２６】
　ステップ１８１４の処理で、有効カードが挿入されていないと判定された場合、残額の
ないカードを返却する必要はないので、正常時処理を終了する。
【０３２７】
　一方、ステップ１８１４の処理で、有効カードが挿入されていると判定された場合、有
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効カードを排出して、有効カードが排出されたことを示す排出情報を、カード管理装置１
７へ送信し（１８１５）、正常時処理を終了する。
【０３２８】
　図１９は、本発明の実施形態のカードユニット６によって実行される通信異常時処理の
フローチャートである。
【０３２９】
　通信異常時処理は、通信異常が発生していて、データ異常が発生していない場合のカー
ドユニット６が入金を受け付けたり、遊技球の貸し出しを行う処理である。
【０３３０】
　まず、カードユニット６は、通信異常が発生したときに挿入されていた有効カードがま
だ挿入されているか否かを判定する（１９０１）。
【０３３１】
　ステップ１９０１の処理で、通信異常が発生したときに挿入されていたカードが挿入さ
れていないと判定された場合、カードユニット６は、新たにカードが挿入されたか否かを
判定する（１９０２）。
【０３３２】
　ステップ１９０２の処理で、新たにカードが挿入されていないと判定された場合、高額
貨幣（５０００円札、及び１００００円札）を受け付けず、低額貨幣（１０００円札）の
み受け付けるようにし、低額貨幣分の遊技球数を一回で貸し出す一発貸出制御処理を実行
し（１９０３）、通信異常時処理を終了する。一発貸出制御処理は、図２０で詳細を説明
する。
【０３３３】
　一方、ステップ１９０２の処理で、新たにカードが挿入されたと判定された場合、通信
異常が発生したときに挿入されていたカードに記憶されたカードＩＤを記憶しているか否
かを判定する（１９０４）。
【０３３４】
　ステップ１９０４の処理で、通信異常が発生したときに挿入されていたカードに記憶さ
れたカードＩＤを記憶していないと判定された場合、新たに挿入されたカードを排出して
（１９１８）、通信異常時処理を終了する。
【０３３５】
　一方、ステップ１９０４の処理で、通信異常が発生したときに挿入されていたカードに
記憶されたカードＩＤを記憶していると判定された場合、新たに挿入されたカードに記憶
されたカードＩＤが、通信異常時に記憶されたカードＩＤと一致するか否かを判定する（
１９０５）。
【０３３６】
　ステップ１９０５の処理で、新たに挿入されたカードに記憶されたカードＩＤが、通信
異常時に記憶されたカードＩＤと一致しないと判定された場合、カードユニット６は、新
たに挿入されたカードを排出して（１９１８）、通信異常時処理を終了する。
【０３３７】
　一方、ステップ１９０５の処理で、新たに挿入されたカードに記憶されたカードＩＤが
、通信異常時に記憶されたカードＩＤと一致すると判定された場合、カードユニット６は
、ステップ１９０３の処理で設定される高額貨幣受付規制をリセットし（１９０６）、貨
幣がカードユニット６に投入されたか否かを判定する（１９０７）。
【０３３８】
　ステップ１９０７の処理で、貨幣がカードユニット６に投入されていないと判定された
場合、ステップ１９１０の処理に進む。
【０３３９】
　一方、ステップ１９０７の処理で、貨幣がカードユニット６に投入されたと判定された
場合、カードユニット６は、挿入されているカードに記憶されている金額に投入された貨
幣の金額を加算し、加算した値を挿入されているカードに書き込む。そして、カードユニ
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ット６は、入金信号（第１の貨幣受付情報）を遊技場管理装置１へ出力するために、情報
収集端末装置３へ出力する（１９０８）。
【０３４０】
　また、カードユニット６は、入金信号の出力後に、カード管理装置１７へ送信するべき
であった入金情報を記憶する（１９０９）。
【０３４１】
　次に、カードユニット６は、貸出入力があったか否かを判定する（１９１０）。
【０３４２】
　ステップ１９１０の処理で、貸出入力がないと判定された場合、ステップ１９１５の処
理に進む。
【０３４３】
　一方、ステップ１９１０の処理で、貸出入力があったと判定された場合、カードユニッ
ト６は、カードユニット６に挿入されているカードに残額があるか否かを判定する（１９
１１）。
【０３４４】
　ステップ１９１１の処理で、カードユニット６に挿入されているカードに残額がないと
判定された場合、残額に基づいて遊技球の貸し出しを行うことができないので、通信異常
時処理を終了する。
【０３４５】
　一方、ステップ１９１１の処理で、カードユニット６に挿入されているカードに残額が
あると判定された場合、貸出制御処理を実行する（１９１２）。貸出制御処理は、図１８
に示すステップ１８１０の処理と同じであるので、説明を省略する。
【０３４６】
　次に、カードユニット６は、カード管理装置１７へ送信するべきであった貸出情報を記
憶し（１９１３）、貸出信号（第１の貸出情報）を遊技場管理装置１へ出力するために、
情報収集端末装置３へ出力する（１９１４）。
【０３４７】
　次に、カードユニット６は、排出ボタン２７が操作された場合に出力されるカード返却
入力があるか否かを判定する（１９１５）。
【０３４８】
　ステップ１９１５の処理で、カード返却入力がないと判定された場合、通信異常時処理
を終了する。
【０３４９】
　一方、ステップ１９１５の処理で、カード返却入力があると判定された場合、有効カー
ドが挿入されているか否かを判定する（１９１６）。
【０３５０】
　ステップ１９１６の処理で、有効カードが挿入されていないと判定された場合、残額の
ないカードを返却する必要はないので、通信異常時処理を終了する。
【０３５１】
　一方、ステップ１９１６の処理で、有効カードが挿入されていると判定された場合、通
信異常時に挿入されていたカードを記憶するために、挿入されている有効カードに記憶さ
れたカードＩＤを記憶し（１９１７）、有効カードを排出して（１９１８）、通信異常時
処理を終了する。
【０３５２】
　図２０は、本発明の実施形態の一発貸出制御処理のフローチャートである。
【０３５３】
　まず、カードユニット６は、高額貨幣受付規制を設定する（２００１）。
【０３５４】
　ステップ２００１の処理で高額貨幣受付記載が設定されると、カードユニット６は、高
額貨幣（５０００円札、及び１００００円札）を受け付けず、低額貨幣（１０００円札）
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のみ受け付ける。
【０３５５】
　次に、カードユニット６は、カードユニット６に低額貨幣が投入されたか否かを判定す
る（２００２）。
【０３５６】
　ステップ２００２の処理で、カードユニット６に低額貨幣が投入されていないと判定さ
れた場合、つまり、カードユニット６に高額貨幣が投入された場合、又はカードユニット
６に貨幣が投入されていない場合、一発貸出制御処理を終了する。
【０３５７】
　一方、ステップ２００２の処理で、カードユニット６に低額貨幣が投入されたと判定さ
れた場合、カードユニット６は、カードユニット６にストックされているワンデイカード
に投入された金額分を書き込み、入金信号を遊技場管理装置１へ出力するために、情報収
集端末装置３へ出力する（２００３）。
【０３５８】
　そして、カードユニット６は、投入された低額貨幣の金額分の遊技球を遊技機５から一
括で払い出す（２００４）。
【０３５９】
　高額貨幣受付規制が設定されていない場合には、一回の貸出ボタン２６の操作によって
貸し出される金額（５００円）分の遊技球が貸し出されるが、高額貨幣受付規制が設定さ
れると、低額貨幣（１０００円）分の遊技球が一括で貸し出される。
【０３６０】
　そして、カードユニット６は、カードユニット６にストックされたワンデイカードに投
入された低額貨幣の金額分を減算する（２００５）。
【０３６１】
　そして、カードユニット６は、低額貨幣分の遊技球の貸し出しが行われたことを示す貸
出信号を情報収集端末装置３へ出力し（２００６）、一発貸出制御処理を終了する。
【０３６２】
　なお、ステップ２００６の処理で出力される貸出信号はステップ２００３で出力される
入金信号と結果的に相殺され、遊技場管理装置１からカード管理装置１７に更新用情報が
入力されても、状態管理ＤＢ７００、残額管理ＤＢ６００の残額データ７０６，６０２は
結果的に変化しない。なお、カードユニット６から遊技場管理装置１（情報収集端末装置
３）に一発貸出であることの情報を渡し、遊技場管理装置１がカード管理装置１７に更新
用情報を出力しないように構成しても良い。
【０３６３】
　図２１は、本発明の実施形態のカードユニット６によって実行される通信・データ異常
時処理のフローチャートである。
【０３６４】
　通信・データ異常時処理は、通信異常が発生していて、かつデータチェック結果が異常
である場合に実行される。この場合、遊技場管理装置１側で売上額に何らかの改竄が行わ
れている可能性、若しくは、正常に売上額を収集できていない可能性があるので、遊技場
管理装置１を経由してカード管理装置１７に入力された売上情報も異常なデータである可
能性がある。このため、この場合、カードユニット６に挿入されているカードの残額に基
づく遊技球の貸し出しを禁止して、投入された低額貨幣分の遊技球を一括して貸し出す。
【０３６５】
　まず、カードユニット６は、有効カードが挿入されているか否かを判定する（２１０１
）。
【０３６６】
　ステップ２１０１の処理で、有効カードが挿入されていないと判定された場合、ステッ
プ２１０３の処理に進む。
【０３６７】
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　一方、ステップ２１０１の処理で、有効カードが挿入されていると判定された場合、カ
ードユニット６は、挿入されている有効カードからの遊技球を貸し出しを禁止するため、
挿入されている有効カードを排出する（２１０２）。
【０３６８】
　次に、カードユニット６は、一発貸出制御処理を実行して（２１０３）、通信・データ
異常時処理を終了する。
【０３６９】
　本実施形態では、カード管理装置１７が自身がオフライン状態であると判定した場合で
あって、かつ、遊技場管理装置１の売上額が正当である場合に、カードユニット６は貸出
信号を遊技場管理装置１に出力し、遊技場管理装置１は更新用情報をカード管理装置１７
へ送信しているが、カード管理装置１７がオフライン状態であると判定した場合であれば
、遊技場管理装置１の売上額が正当でなくても、カードユニット６は貸出信号を遊技場管
理装置１に出力してもよい。
【０３７０】
　この場合、カードユニット６は、遊技場管理装置１の売上額が正当である場合には、貸
出信号に、遊技場管理装置１の売上額が正当であることを示す情報を含めて出力し、遊技
場管理装置１の売上額が正当でない場合には、遊技場管理装置１の売上額が正当でないこ
とを示す情報を含めて出力する。そして、遊技場管理装置１が、入力された貸出信号を解
析して、遊技場管理装置１の売上額が正当でない場合には、更新用信号を送信せず、遊技
場管理装置１の売上額が正当である場合には、更新用信号を送信する。
【０３７１】
　図２２は、本発明の実施形態の残額精算機１５及びカード管理装置１７よって実行され
る精算処理のシーケンス図である。
【０３７２】
　まず、残額精算機１５は、カードの挿入を受け付ける（２２０１）。
【０３７３】
　そして、カードが挿入された残額精算機は、カードに記憶されている残額情報、及びカ
ードＩＤをカード情報として、カード管理装置１７へ送信する（２２０２）。
【０３７４】
　カード管理装置１７は、カード情報を受信した場合、残額管理データベース６００を参
照し、カードＩＤ６０１に登録されたカードＩＤが、受信したカード情報に含まれるカー
ドＩＤと一致するエントリを検索する（２２０３）。
【０３７５】
　そして、カード管理装置１７は、ステップ２２０３の処理で検索されたエントリの残額
６０２に登録された残額が、受信したカード情報に含まれる残額と一致するか否かを判定
し（２２０４）、ステップ２２０４の処理の判定結果を、カード情報を送信した残額精算
機に送信する（２２０５）。
【０３７６】
　残額精算機は、カード管理装置１７から判定結果を受信した場合、受信した判定結果が
、残額６０２に登録された残額が受信したカード情報に含まれる残額と一致していないと
判定されたことを示すか否かを判定する（２２０６）。
【０３７７】
　ステップ２２０６の処理で、受信した判定結果が、残額６０２に登録された残額が受信
したカード情報に含まれる残額と一致していないと判定されたことを示すと判定された場
合、エラーを報知する（２２０７）。
【０３７８】
　一方、ステップ２２０６の処理で、受信した判定結果が、残額６０２に登録された残額
が受信したカード情報に含まれる残額と一致していると判定されたことを示すと判定され
た場合、精算の入力を受け付ける（２２０８）。
【０３７９】
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　ステップ２２０８の処理で、精算の入力を受け付けた場合には、残額精算機は、精算要
求を送信する（２２０９）。精算要求は、残額精算機に挿入されたカードのカードＩＤ、
残額、及び会員が精算を希望する有価価値情報（減算有価価値情報）を含む。
【０３８０】
　カード管理装置１７は、精算要求を受信した場合には、カードＩＤ６０１に登録された
カードＩＤが、受信した精算要求に含まれるカードＩＤと一致するエントリを検索する（
２２１０）。
【０３８１】
　そして、カード管理装置１７は、ステップ２２１０の処理で検索されたエントリの残額
６０２に登録された残額から、精算要求に含まれる減算有価価値情報を減算し、当該残額
６０２を更新する（２２１１）。
【０３８２】
　次に、カード管理装置１７は、精算要求に対する応答である精算応答を送信する（２２
１２）。
【０３８３】
　残額精算機は、精算応答を受信すると、挿入されているカードの残額から、減算有価価
値を減算して、カードの残額を更新するとともに、有価価値（貨幣）を払い出す精算処理
を実行する（２２１３）。
【０３８４】
　以上の説明では、パチンコ遊技機における説明をしたが、本願発明はパチスロ機にも適
用することが可能である。
【０３８５】
　なお、今回開示した実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではない。ま
た、本発明の範囲は前述した発明の説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許
請求の範囲と均等の意味及び内容の範囲での全ての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０３８６】
　以上のように、本発明は、遊技者所有の有価価値を更新する遊技システムに適用するこ
とができる。
【符号の説明】
【０３８７】
　１　　遊技場管理装置
　３　　情報収集端末装置
　４　　遊技装置
　５　　遊技機
　６　　カードユニット
　７　　コーナーランプ
　８　　呼出しランプ
　９　　景品ＰＯＳ
　１３　　カード管理装置
　１３Ａ　　中継装置
　１３Ｂ　　中継装置
　１４Ａ　　インタフェース装置
　１４Ｂ　　インタフェース装置
　１５　　残額精算機
　１７　　カード管理装置
　１００Ａ　　稼動情報系ネットワーク
　１００Ｂ　　カード・金額情報系ネットワーク
　６００　　残額管理データベース
　７００　　状態管理データベース
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　８００　　収支管理データベース
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